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１．  概要 

動物実験をおこなうにあたって、①安全であること、②再現性のある正確な実験が行えること、

③無駄なく適正に行われることが重要であり，このような実験系が維持されるためには，施設と

して実験環境の整備とともに研究者の動物実験に対する適正な情報の共有化が必要となる。本学

は薬学部の設置にともない GLP 基準等を考慮して、実験動物飼育室、準備室、動物実験室、洗

浄室、及び空調機器室等からなる動物実験施設を設置した。本施設には、給気系統に高性能ヘパ

フィルターを組み込まれ、清浄に処理した新鮮な空気がすべての飼育室内に供給され、各室を外

界から完全に隔離し、可能な限り清浄な環境で動物を飼育できる設備及び機能を有する。 
本施設は、長崎国際大学 動物実験に関する規程に従い、施設の管理の高能率化、厳密化を目

指すとともに、情報の共有化による実験の適正化を進め、円滑な施設運営を目指している。 
 

２． 専用区域 

 下図に動物実験施設専用区域を示す。 

 

飼育室 1,2 及び 動物実験室 1,2  2900 mm X 7900mm （コンベンショナル） 

飼育室 3,4  2950 mm X 6000 mm  （SPF） 

動物実験室 3  2950mm X 7500 mm （SPF） 

飼育室 5    3000 mm X 2800mm  (ウサギ) 

 

その他、ＲＩ室にＲＩ専用動物実験室がある。 

前室  2900mm X 1400mm 

実験室 2900mm X 4000mm 

実験室には一時的に動物を飼育するアイソレーター（700mm X 1400mm）がある。
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３． 施設仕様 

  研究・実験棟の 1 階部分(約 400m2) に設け、コンベンショナル(CV)動物飼育室 3 室（飼育室

1,2(マウス、ラット、モルモット、ウサギ)、飼育室 3（ウサギ、モルモット、等）SPF 飼育室 2

室 （飼育室 3,4）(マウス、ラット)、CV 動物実験室 2 室、SPF 動物実験室及び洗浄室、脱衣・

更衣室、管理室などを設置する。これらの部屋の通風を維持する機器、オートクレーブ用のボイ

ラーは、研究・実験棟の 2階部分（動物実験施設上）に設置されている。動物種ごとに区分され

た飼育室は、温度 22 土 3 oC 、湿度 55 土 7%  に調整され、1 年を通して一定の環境条件が維持

できるよう整備されている。 

 

４． 運営組織  
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組み換え DNA 実験を含む実験については、長崎国際大学組み換え DNA 実験安全委員会への届出

と承認が必要となります。 

 

倫理的な検討を要する事項を含む実験については、長崎国際大学研究倫理委員会への届出と承

認が必要となります。 

 

当施設で実施される動物実験は、各委員会の必要な承認を得た後、動物実験委員会の承認を受

けなければなりません。 
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５． 動物実験委員会委員 

 

長崎国際大学 動物実験委員会委員 

 委員長：  山本経之  （薬学部 薬理学研究室 教授） 

 副委員長： 田中宏光  （薬学部 分子生物学研究室 准教授） 

  委員：   野村秀一  （健康管理学部 教授/学科長） 

                柴田哲雄  （健康管理学部 健康栄養学科 教授） 

    熊井まどか （健康管理学部 健康栄養学科 教授） 

山口拓   （薬学部 薬理学研究室 准教授） 

  

 

薬学部動物施設管理者 

  山本経之 （薬学部 薬理学研究室 教授）薬学部動物実験施設責任者 

  田中宏光 （薬学部 分子生物学研究室 准教授） 

山口拓  （薬学部 薬理学研究室 准教授） 

  福森良  （薬学部 薬理学研究室 助教） 
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６．長崎国際大学 動物実験に関する規程 
 

第１章 総則 

 （この規程の目的） 

第１条 動物実験を伴う生命科学研究は、人の健康・福祉・先端医療の開発展開のみならず、動物の

健康増進等における研究分野の進展においても必要な手段である。 

この規程は、「動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号）」（以下「法」と

いう）、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準（平成１８年環境省告示第８８

号）」（以下「飼養保管基準」という）、及び文部科学省が策定した「研究機関等における動物実験

等の実施に関する基本指針（平成１８年６月）」（以下「基本指針」という）を踏まえ、日本学術会

議が作成した「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン（平成１８年６月）」（以下「ガイドラ

イン」という）を参考に、科学的観点、動物愛護の観点及び環境保全の観点並びに動物実験等を行

う教職員・学生等の安全確保の観点から、長崎国際大学及び大学院（以下「本学」という。）にお

ける動物実験等の実施方法等を総合的に定め、適切に実施することを目的とする。  

（趣旨及び基本原則） 

第２条 この規程は、本学における動物実験等を適正に行うため、委員会の設置、動物実験計画の承

認手続き等必要な事項を定めるものとする。  

２ 動物実験等については、法、飼養保管基準、基本指針、内閣府告示の「動物の処分方法に関する

指針」、その他の法令等に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。 

３  動物実験等の実施に当たっては、法及び飼養保管基準に即し、動物実験等の原則である代替法の

利用（科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代

わり得るものを利用することをいう。）、使用数の削減（科学上の利用の目的を達することができる

範囲において、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により実験動物を適切

に利用することに配慮することをいう。）及び苦痛の軽減（科学上の利用に必要な限度において、

できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないことをいう。）の３Ｒ

（Replacement, Reduction, Refinement）に基づき、適正に実施するものとする。 

（用語の定義） 

第３条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 動物実験等とは、本条第 4号に規定する実験動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の

用その他の科学上の利用に供することをいう。 

⑵ 飼養保管施設とは、実験動物を飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設・設備をいう。 

⑶ 動物実験室とは、実験動物に実験操作（48 時間以内の一時的保管を含む）を行う実験室をい

う。 

⑷ 実験動物とは、動物実験等の利用に供するため、施設等で飼養または保管している哺乳類、鳥

類又は爬虫類に属する動物（施設等に導入するために輸送中のものを含む）をいう。 

⑸ 動物実験計画とは、動物実験等の実施に関する計画をいう。 

⑹ 管理責任者とは、飼養保管施設あるいは動物実験室の管理責任者をいう。 
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⑺ 動物実験実施者とは、動物実験等を実施する者をいう。 

⑻ 動物実験責任者とは、動物実験実施者のうち、動物実験、実験動物の飼養又は保管に従事する

等の実施に関する業務を統括する者をいう。 

（適用範囲） 

第４条 この規程は、本学において実施される哺乳類、鳥類、爬虫類の生体を用いる全ての動物実験

等に適用する。 

２ 実験責任者は、動物実験等の実施を外部機関に委託等する場合、委託先においても、基本指針又

は他省庁の定める動物実験等に関する基本指針に基づき、動物実験等が実施されることを確認する

ものとする。 

     

第２章 動物実験委員会 

(委員会の設置)  

第５条 学長は、動物実験計画の承認、実施状況及び結果の把握、飼養保管施設及び実験室の承認、

教育訓練、自己点検・評価、情報公開、その他動物実験等の適正な実施に関して報告又は助言を行

う組織として、動物実験委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （組織） 

第６条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

⑴ 動物実験等に関して優れた識見を有する者 若干名  

⑵ 実験動物に関して優れた識見を有する者 若干名   

⑶ その他学識経験を有する者 若干名 

２ 前項の委員は、運営会議の議を経て学長が任命する。 

（委員長及び副委員長） 

第７条 委員会に正副委員長を置き、専任教員の中から、運営会議の議を経て学長が決める。 

２ 委員長は、委員会を主宰する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 

 (委員会の役割) 

第８条 委員会は、次の事項を審議又は調査し、学長に報告するものとする。 

⑴ 動物実験計画が基本指針等及びこの規程に適合しているかを審議すること  

⑵ 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること  

⑶ 実験動物の搬入、搬出に関すること 

⑷ 施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること  

⑸ 動物実験及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に

関すること  

⑹ 自己点検・評価に関すること  

⑺ その他、動物実験等の適正な実施のための必要事項に関すること 

 

２ 委員会は、前項の審議及び調査に関する事項を各学部に委譲することができる。 
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(委員の任期) 

第９条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（委員会の開催） 

第９条の２ 委員会は、原則として年 2 回開催する。ただし、重要な議案がないときは、休会とする

ことができる。 

２ 前項の規定に関わらず、第 8 条に規定する事項 

に関して必要があると認める場合は、臨時に開催することができる。 

 

 （事務） 

第１０条 委員会に関する事務は、総務課が行う。担当事務は委員会開催に関する議事録等の作成及

び保存等を行う。 

 

第３章 教育訓練等 

(教育訓練)  

第１１条 動物実験室管理責任者、動物実験責任者、動物実験実施者は、実験従事者としての登録申

請をし、委員会が主催する以下の事項に関する所定の教育訓練を受けなければならない。  

⑴ 関連法令、基本指針等、本学の定める規程等  

⑵ 動物実験等の方法に関する基本的事項  

⑶ 実験動物の飼養保管に関する基本的事項  

⑷ 安全確保、安全管理に関する事項  

⑸ その他、適切な動物実験等の実施に関する事項  

２ 委員会は教育訓練の実施日、教育内容、講師及び受講者名の記録を保存すると共に、動物実験従

事者としての登録申請をした者が前条の教育訓練を受講した者であることを確認した上で、動物実

験従事者として登録するものとする。 

３ 委員会は、登録した者の氏名を、学長に報告し、承認を得なければならない。 

（健康診断） 

第１２条 学長は、前条に基づき動物実験従事者の登録申請をした者に対し健康診断を行うものする。

ただし、学長が適当と認める直近の定期健康診断の結果がある場合は、その結果で代用できるものと

する。 

 

第４章 施設等 

（施設、設備及び組織の整備） 

第１３条 実験動物の飼育及び動物実験は、整備された専用区域内において適切かつ円滑に実施する

ものとする。 

２ 実験動物の飼育・実験設備は、動物の生態・習性等を考慮し、適切なものを設置する。 

３ 飼養保管施設管理責任者は、動物実験に係わる施設・設備及びその管理・運営に必要な組織体制
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の整備に努めなければならない。 

（実験動物の飼養保管施設の設置若しくは変更の申請又は廃止の届出） 

第１４条 学部において実験動物の飼養保管施設を設置するとき、承認を得た事項を変更するとき、

あるいは廃止するときは、当該学部の学部長が学長宛これを申請（別紙）し、学長の承認を得なけ

ればならない。 

(動物実験室の設置) 

第１５条 動物実験室を設置（変更を含む）する場合は、その部屋の管理責任者が所定の「動物実験

室設置承認申請書」を、学長に提出し、学長の承認を得なければならない。 

⑴ 学長は、申請された実験室に関し、委員会に動物実験等に関する法令及び本規程等との適合性

に関する事前審査を行わせ、その結果の報告を受ける。 

⑵ 動物実験室の管理責任者は、学長の承認を得た実験室でなければ、当該実験室での動物実験等

（４８時間以内の一時的保管を含む）を行うことができない。 

⑶ 動物実験室の管理責任者は、所定の教育訓練を受け、動物の実験、管理に関する一定の知識を

有するものでなければならない。 

⑷ 動物実験室は、以下の要件を満たさなければならない。  

ア 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境

が維持されていること  

イ 排泄物や血液等による汚染に対して清掃や消毒が容易な構造であること  

ウ 常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置が

とられていること。  

 

第５章 安全管理義務 

（危害防止） 

第１６条 実験動物（以下同じ。）の飼養保管施設管理責任者及び動物実験室管理責任者は、逸走し

た実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めなければならない。  

２ 飼養保管施設管理責任者及び動物実験室管理責任者は、人に危害を加える等の恐れのある実験動

物が施設等外に逸走した場合には、速やかに関係機関へ連絡しなければならない。 

３ 飼養保管施設管理責任者及び動物実験室管理責任者は、動物実験実施者の実験動物由来の感染症

及び実験動物による咬傷等に対して、予防及び発生時の必要な措置を講じなければならない。   

４ 飼養保管施設管理責任者及び動物実験室管理責任者は、実験動物の飼養や動物実験等の実施に関

係のない者が実験動物等に接触しないよう、必要な措置を講じなければならない。   

(緊急時の対応)  

第１７条 飼養保管施設管理責任者及び動物実験室管理責任者は、地震、火災等の緊急時に執るべき

措置の計画をあらかじめ作成し、関係者に対して周知を図らなければならない。 

２ 飼養保管施設管理責任者及び動物実験室管理責任者は、緊急事態発生時において、実験動物の保

護、実験動物の逸走による危害防止に努めなければならない。  
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第６章 動物実験等の実施基準 

（実験計画の立案及び実施） 

第１８条 動物実験責任者は、実験計画の立案に際し、文献等による調査を行い、既に十分な知見の

得られている事実の単なる再確認のための動物実験は避けるように努めなければならない。 

２ 動物実験責任者は、研究目的を検討し、動物実験以外の系による代替法について十分考慮した上

で、実験計画を立案しなければならない。 

３ 動物実験責任者は、動物実験の範囲を研究目的設定に当たっては必要 小限度にとどめるように、

適正な実験動物の種の選択、品質の選定及び数の決定並びに飼育・実験条件等を考慮しなければな

らない。 

４ 動物実験責任者は、苦痛の軽減を考慮した適切な動物実験を立案しなければならない。  

５ 動物実験責任者は、苦痛度の高い動物実験等、例えば、致死的な毒性試験、感染実験、放射線照

射実験等を行う場合は、動物実験等を計画する段階で人道的エンドポイント（実験動物を激しい苦

痛から解放するための実験を打ち切るタイミング）の設定を検討しなければならない。  

６ 動物実験責任者は、実験開始前に、動物実験計画承認申請書を学長に提出し、委員会の議を経て

学長の承認を得なければならない。なお、立案した実験計画については、必要に応じて実験動物又

は実験動物の専門家（以下「専門家」という。）の助言を求めるものとする。 

７ 動物実験責任者は前項の承認を得た動物実験計画を変更するときは、動物実験計画変更承認申請

書を、学長に提出し、委員会の議を経て学長の承認を得なければならない。 

８ 動物実験責任者は、審議を経て、学長の承認を得た後でなければ、実験を行うことができない。 

９ 動物実験責任者は、承認された申請書を保管すると共に委員会の求めに応じ、実験経過等を報告

しなければならない。 

（安全管理等に特に注意を払う必要のある実験） 

第１９条 物理的・科学的に危険な物質、あるいは病原体等を取り扱う動物実験においては、当該物

質等の使用に関する規制、安全確保のための法律、基準等を遵守しなければならない。 

２ 動物実験責任者及び動物実験実施者は、飼育・実験環境及び設備の機能を把握し、的確な飼育及

び実験操作を行うことによって、有害物質あるいは病原体等の拡散を防止し、人の安全を確保する

とともに、他の動物にも障害を与えないよう十分配慮しなければならない。 

３ 遺伝子組換え動物を使用する際には、国が定める遺伝子組換え実験に関する指針に準じ、当該学

部の研究等倫理委員会の承認をえるとともに、一般動物との交雑、逃走等に充分配慮しなければ

ならない。 

 

第７章 実験動物の飼養及び保管等 

（実験動物の導入） 

第２０条 動物実験責任者は、実験動物の導入に当たり、原則として関連法令や基本指針等に基づき

適正に管理されている機関において導入することとする。 

２ 動物実験責任者及び動物実験実施者は、実験動物の導入に際し、動物の発注条件及び異常・死亡

の有無を確認し、動物の状態、輸送の方法・時間等を記録しなければならない。 
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３ 動物実験責任者及び動物実験実施者は、実験動物の導入に際し、検疫を実施しなければならない。

検疫の結果、異常のある場合、適切に処置し、異常が解消するまでその動物を実験に供してはなら

ない。なお、実験動物が信頼性の高い生産者由来の場合、生産者添付の遺伝学的・微生物学的品質

を示す成績をもって検疫の一部に代えることができる。 

４ 動物実験責任者及び動物実験実施者は、必要に応じ、実験動物の環境への順化を図らなければな

らない。 

５ 動物実験責任者及び動物実験実施者は、本条第２項の確認及び記録並びに本条第３項の検疫に関

し、専門家に助言又は協力を求めることができる。 

（実験動物の飼養及び保管） 

第２１条 飼養保管施設管理責任者は、飼養保管マニュアルを定め、動物実験責任者及び動物実験実

施者に周知するものとする。 

２ 動物実験責任者並びに動物実験実施者は、飼養保管マニュアルを遵守し、実験動物の健康及び安

全の保持に努めなければならない。 

３ 動物実験責任者及び動物実験実施者は、実験動物の導入時から実験終了までの全過程中、動物の

状態を子細に観察し、状況に応じた適切な処置を施さなければならない。 

４ 動物実験責任者及び動物実験実施者は、専門区域及び飼育・実験設備の維持及び管理に努めなけ

ればならない。このため、気候（温度・湿度・気流・風速・換気・光・臭気・塵埃等）、住居（飼

育室の構造・ケージ・床敷・給餌・吸水器等）、音、振動等の物理的環境因子及び同室動物（種・

性・令・数・密度等）、微生物汚染、無用なストレスの不可等の生物的環境因子に留意しなければ

ならない。 

５ 動物実験責任者及び動物実験実施者は、実験動物への適切な給餌、給水等の飼育管理に努めなけ

ればならない。 

６ 動物実験責任者及び動物実験実施者は、実験動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する記録を整

備、保存し、必要に応じ、委員会に報告しなければならない。 

７ 飼養保管施設管理責任者は、年度ごとに飼養保管した実験動物の種類と数等について、動物実験

責任者からの報告を取りまとめ、委員会に報告しなければならない。 

８ 委員会は、前２項を取りまとめ、学長に報告しなければならない。 

（実験操作）  

第２２条 動物実験責任者は、動物実験等の実施に当たって、法、飼養保管基準、基本指針等に即す

るとともに、特に以下の事項を動物実験実施者に遵守させなければならない。  

⑴ 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行わなければならない。 

⑵ 動物実験計画書に記載された事項及び次に掲げる事項を遵守しなければならない。  

ア 適切な麻酔薬、鎮痛薬等の利用  

イ 実験の終了の時期（人道的エンドポイントを含む）の配慮  

ウ 適切な術後管理  

エ 適切な安楽死の選択  

⑶ 動物実験実施に先立ち必要な実験手技等の習得に努めなければならない。  
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⑷ 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては，経験等を有する者の指導の下で行わなければな

らない。 

⑸ 動物実験責任者は、動物実験計画を実施した後、所定の様式により、使用動物数、計画からの

変更の有無、成果等について委員会に報告しなければならない。 

⑹ 委員会は、前項を取りまとめ、学長に報告しなければならない。 

（実験終了後の処置等） 

第２３条 動物実験実施者は、実験を終了又は中断した動物を処置する場合は、致死量以上の麻酔薬

の投与等で速やかに苦痛から解放するように努めなければならない。 

２ 動物実験実施者は、動物の死体等による環境汚染の防止に努めなければならない。 

（実験実施結果の報告） 

第２４条 動物実験責任者は、動物実験を終了又は中止した場合は、当該動物実験の実施の結果を、

学長に提出しなければならない。 

２ 学長は、前項の実施の結果を委員会に報告するものとする。 

３ 委員会は、前項の報告について、必要に応じ助言を行うものとする。 

 (譲渡等の際の情報提供)  

第２５条 動物実験責任者は、実験動物の譲渡に当たり、その特性、飼養保管の方法、感染性疾病等

に関する情報を提供するもとする。  

(輸送)  

第２６条 動物実験責任者は、実験動物の輸送に当たり、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及

び安全の確保、人への危害防止に努めるものとする。   

 

第８章 自己評価等 

(自己点検・評価・検証)  

第２７条  学長は、関係法令、基本指針等、及び本学の定める規程等への適合性に関し、自己点検・

評価を行わせるものとする。 

２ 学長は、委員会に、動物実験等の実施状況等に関する自己点検・評価を行わせ、その結果を学長

に報告させるものとする。 

３ 委員会は、管理責任者並びに動物実験責任者に、自己点検・評価のための資料を提出させること

ができる。  

４ 学長は、自己点検・評価の結果について、学外の者による検証を受けるよう努めるものとする。 

 (情報公開) 

第２８条 本学における、動物実験等に関する情報（動物実験等に関する規程、実験動物の飼養保管

状況、自己点検・評価、検証の結果等の公開方法等）を毎年 1回程度公表するものとする。 

 

第９章 雑 則 

 

（規程の改定） 
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第２９条 この規程の改定は、長崎国際大学運営会議及び全学教授会に諮り、学長が定める。 

 （補則） 

第３０条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、各学部の指針等で学部長が別に定めること

ができる。 

 

 

 

附 則 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則  

この規程は、平成２３年４ 月１日から施行する。 

附 則  

この規程は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則  

この規程は、平成２７年６月２４日から施行する。 

附 則  

この規程は、平成２７年７月２９日から施行する。 
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（別紙） 

 
飼養保管施設（新設・変更・廃止）承認申請書 

 
長崎国際大学       

学長 殿 

 平成   年   月   日 

 

                  職名            

                    氏名           ㊞ 

 

（  ）学部内にて実施する動物実験について、下記のとおり飼養保管施設の（新設・変更・廃止）

を申請します。 
 

記 

 

１ 名称   

 
 

２ 実験室の位置及び概況 
  

      

３ 使用予定の動物等の種類 
      

   
４ 実験動物 逸走防止のための設備、周辺環境への悪影響防止のための措置 

設  備  名 形式・性能 備 考 
   

 

５ 動物実験施設に関連した主要研究設備 

設  備  名 形式・性能    備 考 
   

 

６ 新設・変更理由 
概  要 

 

 

 

以上 
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飼養保管施設の（新設・変更・廃止）について 

 

 

（   ）学部長殿 

 

平成  年  月  日付にて申請のあった飼養保管施設の（新設・変更・廃止）について、

（承認・否決・保留）します。 

 
 

平成   年   月   日 
 

学長         ㊞ 
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７．長崎国際大学薬学部研究等倫理委員会規程 

 

（趣旨） 

第１条 長崎国際大学薬学部（以下「本学部」という。）における研究等を適正に行うために長崎

国際大学薬学部研究等倫理委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 本規程は、薬学研究科における該当研究も所掌する。 

（目的） 

第２条 委員会は、ヒトを対象とする研究、動物を使用する研究、遺伝子組換えに関する研究、及

び病原性微生物等を使用する研究を実施する際に、その教育・研究が、それぞれの指針の趣旨に

沿った倫理的な配慮のもとに行われることを目的とする。 

（任務） 

第３条 委員会は、ヒトを対象とする研究指針、動物実験指針、遺伝子組換え実験指針、病原性微

生物等を使用する実験指針に係わる諸事項を所掌する。 

（所掌事項） 

第４条 委員会は、ヒトを対象とする研究、動物実験、遺伝子組換え実験、病原微生物等を使用す

る実験を実施する者（以下「研究者」という。）から申請された研究計画について、指針に対す

る適合性を審議するとともに、必要に応じて、研究の実施状況の報告を求めることができる。 

２ 前項の審議の結果、委員会が必要と認めた場合は、研究者に対し、助言を与え、研究計画を修

正させ、又は研究の禁止若しくは中止を勧告することができる。 

３ 委員会が必要と認めた場合は、研究者から申請されなかった研究についても、研究計画の提出

又は研究の実施状況の報告を求め、前項の措置を行うことができる。 

（組織） 

第５条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 ⑴ 薬学部教授会から選出された者 ２名  

 ⑵ 学部長が推薦する者若干名・うち１名は医師免許を有する者 

 ⑶ 学科長 

２ 委員は、学部長が委嘱し、学長に報告する。 

（委員の任期） 

第６条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第７条 委員長は、委員の互選により決定する。 

２ 委員長は委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。 

（定足数及び議決） 

 

第８条 委員会の定足数は、委員の３分の２とする。 
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２ 委員会の議決は、出席委員の過半数をもって決する。 

３ 委員が研究者の場合は、当該審議に加わることができない。 

４ 委員長が必要と認めた場合は、持ち回りによって議決することができる。 

５ 委員会が認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。 

（小委員会） 

第９条 委員会の審議に先立つ審査を行うため、委員会の下に小委員会を置くことができる。 

２ 小委員会委員の選出は、委員会が行い、学部長が委嘱する。 

３ 小委員会は、その審査結果を委員会に報告し、委員会の審議を受けなければならない。 

（申請手続及び判定の通知） 

第１０条 研究者は、動物実験計画承認申請書、ヒトを対象とする研究計画承認申請書、遺伝子組

換え実験(機関実験)計画承認申請書及び病原微生物等を使用する実験計画承認申請書の中から、

該当する申請書を学部長に提出しなければならない。 

２ 委員長は、審議終了後、その結果に基づき承認書に意見を付して、学部長に報告する。学部長

は、これを研究者に通知をしなければならない。 

３ 研究者が委員会の意見又は指針に対して異議のあるときは、異議申立書に必要事項を記入して、

委員会に再度の審議を申請することができる。 

４ 学長の承認が必要な申請については、審議内容を付して学長に報告しなければならない。 

（改定） 

第１1 条 この規程の改正は、委員会の議を経て薬学部教授会及び薬学研究科教授会 

 にて行う。 

（雑則） 

第１２条 委員会の事務は、薬学事務室において処理する。 

（補則） 

第１３条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 

 

      附則 

1. この規程は、平成 26 年 10 月 1 日から施行する。 

平成 18 年 4 月 1 日施行の「長崎国際大学研究等倫理委員会規程」は廃止する。 
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8.   長崎国際大学健康管理学部健康栄養学科及び長崎国際大学大学院健康管理学研究科研

究等倫理委員会内規 

 
（趣旨） 

第１条 長崎国際大学健康管理学部健康栄養学科及び長崎国際大学大学院健康管理学研究科（以下

「本学科」という。）における研究・教育（以下「研究等」と略する）を適正に行うために長崎国際大学健康

管理学部健康栄養学科及び長崎国際大学大学院健康管理学研究科研究等倫理委員会（以下「委員

会」という。）を設置する。 

（目的） 

第２条 委員会は、ヒトを対象とする研究等、動物を使用する研究等、遺伝子組換えに関する研究等、及

び病原性微生物等を使用する研究等に関して、本学科の研究等倫理内規に基づき、それぞれの指針、

規則等の趣旨に沿った研究倫理の徹底を図ることを目的とする。 

（任務） 

第３条 委員会は、ヒトを対象とする研究等における倫理指針、動物実験指針、遺伝子組換え安全管理規

則、病原性微生物等安全管理規則に係わる諸事項を所掌する。 

（所掌事項） 

第４条 委員会は、ヒトを対象とする研究等、動物を使用する研究等、遺伝子組換えに関する研究等、病

原性微生物等を使用する研究等を実施する者（以下「研究者」という。）から申請された研究計画につい

て、研究等倫理内規に基づき、それぞれの指針、規則等に対する整合性を審議するとともに、必要に応

じて、研究等の実施状況の報告を求めることができる。 

２ 前項の審議の結果、委員会が必要と認めた場合は、研究者に対し、助言を与え、研究計画を修正させ、

又は研究の禁止若しくは中止を勧告することができる。 

３ 委員会が必要と認めた場合は、研究者から申請されなかった研究等についても、研究計画の提出又は

研究等の実施状況の報告を求め、前項の措置を行うことができる。 

（組織） 

第５条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 （１） 健康管理学部健康栄養学科会議から選出された者 ２名以上  

 （２） 健康管理学研究科教授会から選出された者 2 名以上 

 （３） 本学科と利害関係を有しない倫理、法律、その他人文・社会科学領域の学識経験者  

     1 名以上 

 （４） その他学部長が必要と認めた者 若干名 

２ 委員は、学部長が委嘱し、学長に報告する。 

（委員会の任期） 

第６条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員会の委員長） 

第７条 委員会には委員長を置き、委員長は、委員の互選により定める。 
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２ 委員長に支障があるときは、委員長が指名する委員がその職務を代行する。 

（委員会の会議） 

第８条 学部長から諮問があった場合、委員長は委員会を招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の３分２以上の出席で成立する。 

３ 委員会の議決は、構成委員数の過半数をもって決する。 

４ 委員が研究者の場合は、当該審議に参加することができない。ただし、委員会の求めに応じて出席し、

説明するとともに、意見を述べることができる。 

５ 研究者は、委員会に出席し、申請内容等を説明するとともに、意見を述べることができる。 

６ 委員会が認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。 

（議事） 

第 9 条 審査の判定は、次の各号に掲げる表示により行う。ただし、その判定にいたった理由及び審議経

過を併記しなければならない。     

（１） 承認（申請内容のとおりに承認するものをいう。） 

（２） 条件付承認（申請内容の軽微な修正を必要とするもので、修正した倫理審査請求書を提出し委員

会の確認を受けることを条件として承認するものをいう。） 

（３） 変更の勧告（申請内容の大幅な修正を必要とするもので、再度申請を行う必要があるものをいう。） 

（４） 不承認（実施を承認しないものをいう。） 

（５） 非該当（委員会の審査の対象とならないものをいう。） 

（予備委員会） 

第１０条 委員会の審議に先立つ予備審査を行うため、委員会の下に予備委員会を置くことができる。 

２ 予備委員会の委員の選出は、委員会が行い、学部長が委嘱する。 

３ 予備委員会の委員長は、予備委員会の委員の互選により定める。 

４ 予備委員会の委員の任期は当該審議が終了するまでとする。 

５ 予備委員会は、その審査結果を委員会に報告し、委員会の審議を尊重しなければならない。 

６ 予備委員会の決議は、構成委員数の過半数をもって決する。 

（委員会委員の守秘義務） 

第１１条 委員は、委員会において知り得た情報を法令、裁判所の命令等正当な理由なしに漏らしてはな

らない。委員を退いた後ともいえども同様である。 

（改定） 

第１２条 この内規並びに附則の変更は、委員会の議を経て健康管理学部健康栄養学科の学科会議及

び健康管理学研究科の教授会の議を経て学部長並びに研究科長が行う。 

（雑則） 

第１３条 委員会の庶務は、総務課において処理する。 

（補則） 

第１４条 この内規に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 
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   附 則 

 この規則は、平成 19 年 12 月 1 日から施行する。 

附 則 

 この内規は、平成 27 年 5 月 20 日から施行する。 
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9. 長崎国際大学薬学部研究等倫理規程 

 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この規程は、長崎国際大学薬学部(以下「本学部」という。)における教員(以下「研究者」と

いい、本学部外の共同研究者を含む。)が、その研究・教育(以下単に「研究」と略する。)遂行に

当たり、生命体を対象とした研究を行う場合において、配慮すべき倫理上の基準を定めることを

目的とする。 

２ 本規程は、薬学研究科における該当研究も所掌する。 

(組織) 

第２条 学部長は、本学部における生命体を対象とした実験の安全確保について責任を負うものであ

り、安全確保を図るための体制を整える等、本学部等において行われる実験の安全確保に努めなけ

ればならない。 

２ 学部長は、生命体を対象とする実験に関し、次の任務を果たすものとする。 

  ⑴ 研究等倫理委員会の委員を委嘱すること。 

⑵ 申請された生命体を対象とした実験について、委員会の審査を経た実験について受理また受理

しない旨を決定する。 

⑶ 協議内容を学長に報告すること。 

  ⑷ その他、必要な事項を実施すること。 

３ 研究等倫理委員会 

⑴ 本学部に研究等倫理委員会（以下「委員会」という）を設置する。 

⑵ 委員会の規程は、別に定める。 

⑶ 委員会は、適切な分野の者より構成するものとする。 

⑷ 委員会は、申請された生命体を対象とした実験について審査を行い、学部長に提言する。 

⑸ 委員会の審議に先立つ審査を行うため、研究等倫理委員会の下に小委員会を置くことができる。 

４ 研究/実験 責任者  

前条の研究者は、研究毎にその計画の立案及び実施について、研究を管理し責任を負うものとし

て自らが責任者となるか、又は複数の研究者で構成される場合、責任者を選任しなければならない。

責任者は本学部専任教員であることを要する。 

 

第２章 ヒトを対象とする研究 

(研究倫理の基本原則) 

第３条 本学部においてヒトを対象とする研究を行う者は、次の各号に留意しなければならない。 

⑴ ヘルシンキ宣言(1964 年採択)の趣旨を尊重して適正に研究を行うこと。 

⑵ 研究の対象となる個人(以下「対象者」という。)の生命、健康及び尊厳を擁護すること。 

⑶ 対象者及びその家族並びに血縁者の人権を擁護し、個人情報を保護すること。 

⑷ 研究によって生じる対象者及びその家族並びに血縁者への不利益及び危険性に十分配慮するこ



  

- 23 - 
 

と。 

⑸ 対象者に、研究の内容、方法等を文書及び口頭で十分説明の上、理解を求め、文 

書による同意を得ること。 

(研究の管理) 

第４条 本学部において行われるヒトを対象とする研究については、委員会の管理のもと、ヒトを対

象とする研究指針に基づいて管理されなければならない。 

 

第３章 動物を使用する研究 

(研究倫理の基本原則) 

第５条 すべて生命体たる動物実験を行う研究者は、動物の生命の尊厳を心に刻み、動物に対し実験

の 後まで敬虔な感謝の念をもって研究を遂行しなければならない。 

 (研究上の動物の取り扱い) 

第６条 動物実験を行うにあたっては次のことが厳守されていなくてはならない。 

⑴ 使用動物は当該研究目的上必要とする 少数を用いること。 

⑵ 動物の飼育には衛生上可及的良好な環境を整えること。 

⑶ 動物を生かしたまま実験に供する場合は、その時点で も適法と考えられる方法で 

行い、実験終了後は万全の回復処置を講ずること。また、回復処置の困難な場合は、 も適当な

苦痛を伴わない方法で死に到らしめること。 

⑷ 動物を死に到らしめた後実験に供する場合は、 も動物に苦痛を与えない方法で死に到らしめる

こと。 

⑸ 死した動物の処置は、これを傷つけぬように配慮し、丁重に事後処理を行うこと。 

(研究の管理) 

第７条 本学部において行われる動物実験については、委員会の管理のもと、動物実験指針に基づい

て管理されなければならない。 

 

第４章 遺伝子組換えに関する研究 

(研究倫理の基本原則) 

第８条 遺伝子組換えに関する実験を行おうとするものは、遺伝子組換え生物等の使用等の規則によ

る生物の多様性の確保に関する法律を遵守して実施しなければならない。 

(研究の管理) 

第９条 本学部において行われる遺伝子組換えに関する実験および実験を行う施設については、委員

会の管理のもと、遺伝子組換え実験指針に基づいて管理されなければならない。 

 

 

第５章 病原微生物等を使用する研究 

(研究倫理の基本原則) 

第１０条 病原微生物等使用実験を行う研究者は、わが国の感染症の予防及び感染症の患者に対する
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医療に関する法律等の関連法律を尊重し、適性に研究を遂行しなければならない。 

(研究の管理) 

第１１条 本学部において行われる病原微生物等使用実験および関連施設については委員会の管理

のもと、病原微生物等を使用する実験指針に基づいて管理されなければならない。 

 

第６章 その他 

(研究中止措置等) 

第１２条 学部長は、本学部の教育・研究などの遂行上、新たな倫理上の疑念が生じた場合、すみや

かに委員会に当該事項の調査を命ずることができる。必要であれば、学部長は教授会の議を経て当

該教育・研究などの中止その他、適当な処置を講じることができる。 

(改定) 

第１３条 本規程並びに附則の変更は薬学部教授会及び薬学研究科の議を経て行う。 

  （雑則） 

第１４条 委員会の庶務は、薬学事務室が行う。 

 

 

附 則 

1. この規程は、平成 26 年 10 月 1 日から施行する。 

2. 平成 18 年 4 月 1 日施行の「長崎国際大学薬学部研究等倫理規程」は廃止する。 

 

 

 

 



  

- 25 - 
 

10.   長崎国際大学健康管理学部健康栄養学科及び長崎国際大学大学院健康管理学研究科

研究等倫理内規 

 

第 1 章 総則 

（目的） 

第１条 この内規は、長崎国際大学健康管理学部健康栄養学科及び長崎国際大学大学院健康管理学研

究科 (以下 「本学科」 という。) に所属する教員等 (以下「研究者」といい、本学科外の共同研究者を

含む。) が、その研究・教育 (以下「研究等」と略する。) 遂行に当たり、生命体を対象とした研究を行う場

合において、配慮すべき倫理上の基準を定めることを目的とする。 

（組織） 

第２条 健康管理学部学部長 （以下「学部長」という。）は、本学科における生命体を対象とした研究等の安

全確保について責任を負うものであり、安全確保を図るための体制を整える等、本学科において行われる

研究等の適正な実施に関して、総括管理する。 

２ 学部長は、生命体を対象とする研究等に関し、次の責務を果たすものとする。 

（１） 研究等倫理委員会の委員を委嘱すること。 

（２） 申請された生命体を対象とした研究等について、研究等倫理委員会の審査を経た研究等について

許可または許可しない旨を決定すること。 

（３） 審議内容を学長に報告すること。 

（４） その他、必要と認める事項を実施すること。 

３ 研究等倫理委員会 

（１） 本学科に研究等倫理委員会 （以下「委員会」という。） を設置する。 

（２） 委員会の規則は、別に定める。 

（３） 委員会は、適切な分野の者より構成するものとする。 

（４） 委員会は、申請された生命体を対象とした研究等について審査を行い、学部長に提言する。 

（５） 委員会の審議に先立つ審査を行うため、委員会の下に予備委員会を置くことができる。 

４ 研究責任者  

前条の研究者は、研究等を実施する場合には、その計画の立案及び実施について、研究等を管理及び

監督し、研究等の責任を負うものとして自らが研究責任者となるか、又は研究等が複数の研究者で実施さ

れる場合は、研究責任者を定めなければならない。 研究責任者は本学科専任教員であることを要する。 

 

第２章 ヒトを対象にした研究 

（研究倫理の基本原則） 

第３条 ヒトを対象とした研究等を行う研究者は、次の各項を遵守しなければならない。 

（１） 医の倫理に関する「ヘルシンキ宣言 (200４年、注釈追加)」の趣旨に則った倫理的配慮を図り、社

会の理解と信頼を得て、適正な研究を実施すること。 

（２） 研究等の対象となる個人 (以下「対象者」という。) の生命、健康及び尊厳を擁護すること。 

（３） 対象者及びその家族並びに血縁者の人権を擁護し、個人情報を保護すること。 
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（４） 研究等によって生じる対象者及びその家族等への不利益及び危険性に十分配慮すること。 

（５） 対象者に、研究の意義、目的、内容、方法等を文書及び口頭で十分説明の上、理解を求め、文書

による同意を得ること。 

 

（定義) 

第４条 前条の研究倫理の基本原則を遵守するために、｢ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣

（平成 17 年 6 月 29 日一部改定文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第 1 号）」及び「疫学研究に関

する倫理指針」（平成 19 年 8 月 16 日全部改正文部科学省・厚生労働省告示第 2 号）」並びに「臨床研究

に関する倫理指針」（平成 16 年 12 月 28 日全部改正厚生労働省告示第 255 号）」（以下、これらをまとめて

｢指針等｣という。）に基づいて、研究等を実施する。又、この内規において、ヒトを対象とした研究等とは、指

針等に定めるところにより次のように定義する。 

 （1） ヒトゲノム・遺伝子解析研究 

    提供者の個体を形成する細胞に共通して存在し、その子孫に受け継がれ得るヒトゲノム及び遺伝子の

構造又は機能を、試料等を用いて明らかにしようとする研究をいう。 

（2） 疫学研究 

   明確に特定された人間集団の中で出現する健康に関する様々な事象の頻度及び分布並びにそれら

に影響を与える要因を明らかにする科学研究をいう。ただし、①法律の規程に基づき実施される調査、

②資料として既に連結不可能匿名化されている情報のみを用いる疫学研究、③手術、投薬等の医療

行為を伴う介入研究はこの限りではない。 

（3） 臨床研究 

   医療における疾病の予防方法、診断方法及び治療法の改善、疾病原因及び病態の理解並びに患

者の生活の質の向上を目的として実施される医学系研究であって、人を対象とするもの（個人を特定

できるヒト由来の材料及びデータに関する研究を含む。）をいう。 この場合、医学系研究には、医学

に関する研究とともに、歯学、薬学、看護学、リハビリテーション学、予防医学、健康科学に関する研

究が含まれる。 

2 この第２章におけるその他の用語の定義は、指針等に定めるところによる。 

   （研究の管理) 

第５条 本学科において行われるヒトを対象とする研究等については、委員会の管理のもと、ヒトを対象とした

研究等に関する指針等に基づいて管理されなければならない。 

 

第３章 動物を使用する研究 

（研究倫理の基本原則) 

第６条 すべて生命体たる動物実験を行う研究者は、動物の生命の尊厳を心に刻み、動物に対し実験の最

後まで敬虔な感謝の念をもって研究等を遂行しなければならない。 

(研究上の動物の取り扱い) 

第７条 動物実験を行うにあたっては、次の各項を遵守しなければならない。 

(1) 使用動物は当該研究目的上必要とする最少数を用いること。 
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(2) 動物の飼育には衛生上可及的良好な環境を整えること。 

(3) 動物を生かしたまま実験に供する場合は、その時点で最も適法と考えられる方法で行い、実験終了

後は万全の回復処置を講ずること。また、回復処置の困難な場合は、最も適当な苦痛を伴わない方法

で死に到らしめること。 

(4) 動物を死に到らしめた後実験に供する場合は、最も動物に苦痛を与えない方法で死に到らしめるこ

と。 

(5) 死した動物の処置は、これを傷つけぬように配慮し、丁重に事後処理を行うこと。 

(研究の管理) 

第８条 本学科において行われる動物実験については、委員会の管理のもと、別に定める動物実験指針に

基づいて管理されなければならない。 

第４章 遺伝子組み換えに関する研究 

(研究倫理の基本原則) 

第９条 遺伝子組換えに関する実験を行う研究者は、遺伝子組換え生物等の使用等の規則による生物の多

様性の確保に関する法律を遵守して研究等を遂行しなければならない。 

(研究の管理) 

第１０条 本学科において行われる遺伝子組換えに関する実験および実験を行う施設については、委員会

の管理のもと、別に定める遺伝子組換え実験安全管理規則に基づいて管理されなければならない。 

 

第５章 病原性微生物等を使用する研究 

(研究倫理の基本原則) 

第１１条 病原性微生物等を使用する実験を行う研究者は、病原性微生物等によるヒト及び動物への感染

並びに環境汚染が起こらないように安全管理の認識をもって研究等を遂行しなければならない。 

(研究の管理) 

第１２条 本学科において行われる病原性微生物等を使用する実験および実験を行う施設については、委

員会の管理のもと、別に定める病原性微生物等安全管理規則に基づいて管理されなければならない。 

 

第６章 その他 

(審査の申請) 

第１３条 研究責任者は、研究等の実施にあたって、事前に倫理審査申請書に所要の事項を記載した研

究計画書を添付の上、研究責任者が所属する健康栄養学科の学科長又は健康管理学研究科の専攻長

を経て学部長に審査の申請をしなければならない。 

２ 研究の実施を許可された研究責任者が、研究計画を変更しようとするときは、速やかに研究計画変 

更・許可願書を作成の上、学部長に申し出なければならない。 

(研究実施等の許可) 

第１４条 学部長は、前条の申請があったときは、委員会に諮問し、審査結果報告書に基づき当該研究責

任者に対し、研究等の実施を許可するものとする。 

(研究状況の報告等) 
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第１５条 前条により許可された研究者は、研究実施状況報告書を作成の上、学部長に対し、定期的に研

究状況を報告しなければならない。 

２ 前条により許可された研究責任者が研究等を終了し、又中止したときは、速やかに研究実施終了・中止

報告書を提出しなければならない。 

３ ヒトを対象とした研究等においては、研究責任者は、対象者及び家族等の人権擁護の観点から重大な

懸念が生じたときは、速やかに学部長に報告しなければならない。 

(研究中止措置等) 

第１６条 学部長は、本学科の研究等の遂行上、新たな倫理上の疑念が生じた場合、速やかに委員会に当

該事項の調査を命ずることができる。 必要であれば、学部長は健康管理学部健康栄養学科の学科会議

及び健康管理学研究科の教授会の議を経て当該研究等の中止その他、適当な処置を講じることができ

る。 

 (学外における研究等) 

第１７条 他の研究機関等（医療施設、福祉施設等を含む。）において、生命体を対象にした研究等を行う

研究者が、研究責任者又は共同研究者として参画する場合は本内規を準拠する。ただし、当該研究機関

に本内規と同様の研究等倫理規程が制定されている場合は除く。 

 

(営利団体への研究成果の提供) 

第１８条 研究責任者は、匿名化された研究成果を営利目的とする団体等に提供しようとする場合は、学部

長に申し出なければならない。 

２ 研究責任者は、匿名化されていない研究成果を営利目的とする団体等に提供しようとする場合は、 

対象者の同意を得た上で、学部長に申し出なければならない。 

３ 学部長は第１項及び前項の申し出があったときは、委員会の審査を経て、当該研究者に対し、営利目

的とする団体への研究資料等の提供を許可するものとする。 

(研究公表の原則) 

第１９条 研究等によって得られた成果は、個人情報及び研究に係る独創性若しくは知的所有権を害する

おそれのある場合を除き、公表されることを原則とする。 

２ 研究責任者は、当該研究の意義、社会とその将来に果たす役割等について社会に対して十分な説明を

行うよう努めなければならない。 

(遵守事項) 

第２０条 研究等に関しては、ここに記載していない事項は、全て国際的に認められた規範、規約及び条約

等、国内の法令、告示、指針等に準拠する。 

(改定) 

第２１条 本内規並びに附則の変更は健康管理学部健康栄養学科の学科会議及び健康管理研究科の教

授会の議を経て学部長並びに研究科長が行う。 

   （雑則） 

第２２条 委員会の庶務は、総務課において処理をする。 

 



  

- 29 - 
 

附 則 

この規程は、平成 19 年 12 月 1 日から施行する。 

附 則 

この内規は、平成 27 年 5 月 20 日から施行する。 



  

- 30 - 
 

11. 長崎国際大学薬学部動物実験指針 
 

(目的) 

第１条  この指針は、長崎国際大学動物実験に関する規程に基づき、薬学部における動物実験等を

適正に行うため、委員会の設置、動物実験計画の承認手続き等特に必要な事項を定めることを目

的とする。 

２ 本指針は、薬学研究科における該当実験も所掌する。 

(委員会の設置)  

第２条  長崎国際大学動物実験に関する規程第 5 条に則り、薬学部における実験動物に関する委員

会として、薬学部研究等倫理委員会（以下、「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会については別に定める。 

(教育訓練) 

第３条  動物実験室管理責任者、動物実験責任者及び動物実験実施者は、実験従事者としての登録

申請（様式 3）を行い、委員会が主催する所定の教育訓練を受けなければならない。 

(薬学部動物室) 

第４条 実験動物の飼養保管施設として薬学部動物室（以下、「動物室」という。）を当てる。 

２ 動物室には管理責任者として施設管理者を置く。なお、施設管理者は動物室内に設置する動物実

験室の管理責任者を兼務するものとする。 

３ 施設管理者は、薬学部長（以下、「学部長」という）が委嘱する。 

４ 動物室では、動物実験責任者及び動物実験実施者は、施設管理者の指示に従って動物の飼養、管

理を行わなければならない。 

(動物実験室の設置) 

第５条 動物室内に設置された動物実験室とは別に動物実験室を設置（変更を含む）する場合は、そ

の部屋の管理責任者が所定の「動物実験室設置承認申請書（様式 2）」を学部長に提出し、学長の

承認を得なければならない。 

(実験計画の立案及び実施) 

第６条  実験計画の立案及び実施は、長崎国際大学動物実験に関する規程第 18 条に準じて行う。 

２ 動物実験責任者は、動物実験計画承認申請書（様式 1）（以下、「申請書」という）を学部長に提

出し、学長の承認を得なければならない。また、承認を受けた申請書は保管すると共に実験経過等

を委員会の求めに応じ、報告しなければならない。 

３ 他施設より実験動物を譲り受ける場合は、申請書の提出時に、モニタリング検査成績表を添付し

なければならない。ただし、実験の進捗状況によっては、後日のモニタリング検査成績表の提出を

許可する。また、本学から他施設へ動物を移管する場合には、あらかじめ「動物搬出届出書（様式

6）」を学部長に提出し、承認を得なければならない。 

４ 動物実験責任者は、立案した実験計画について、『動物実験をより倫理的に行うためのチェック

リスト（様式 1）』に掲げる項目による点検を行い、必要に応じて動物実験又は実験動物の専門家

（以下「専門家」という。）の助言を求め、又は実験計画がこの指針に適合しているかの有無につ

いて委員会の判断を求めなければならない。 

５ 動物実験責任者は、承認された実験計画を変更する場合は、動物実験計画変更承認申請書（様式
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4）を、終了、中止又は継続する場合は、動物実験（終了・中止・継続時）結果報告書（様式 5）

を、学部長に提出し、学長の承認を得なければならない。 

 (その他)  

第７条  その他、「適用範囲」、「教育訓練」、「健康診断」、「施設、設備及び組織の整備」、「危害防

止」、「緊急時の対応」、「情報公開」、「安全管理等に特に注意を払う必要のある実験」、「実験動物

の導入」、「実験動物の飼養及び保管」、「実験操作」、「実験終了後の処置等」、「譲渡等の際の情報

提供」、「輸送」、「自己点検・評価・検証」などの規程は長崎国際大学動物実験に関する規程に準

じる。 

(指針の改定) 

第８条  この指針の改定は、薬学部教授会及び薬学研究科教授会の議を経て、学部長が行う。 

２ この指針に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。 

 

     附 則 

1. この指針は、平成 26 年 10 月 1 日から施行する。 

2. 平成 18 年 4 月 1 日施行の「長崎国際大学薬学部動物実験指針」を廃止する。 

 

     附 則 

この指針は、平成 27 年 5 月 22 日から施行する。 
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動物実験に係わる組織概念図 
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12. 長崎国際大学薬学部病原微生物等を使用する実験指針 

 

（目的) 

第１条  この指 針 は、長 崎 国 際 大 学 薬 学 部 (以 下 「薬 学 部 」という。)において、実 験 室 等 に

おける微 生 物 の取 扱 いを安 全 に行 うことを目 的 とする。  

２ 本指針は、薬学研究科における該当実験も所掌する。 

（定義) 

第２条  この指 針 において、用語の定義は次に定めるところによる。 

⑴ 「微生物」とは、細菌・真菌・ウイルス及び寄生虫をいう。 

⑵ 「病原性」とは、微生物が何らかの機序により、人あるいは動物に危害を及ぼすことをいう。 

⑶ 「実験室」とは、微生物実験を実施する部屋をいう。 

⑷ 「実験従事者」とは、研究用微生物実験の実施に携わる者をいう。 

⑸ 「実験責任者」とは、実験従事者のうち、個々の実験計画の遂行について責任を負う者 

をいう。 

（対象微生物) 

第３条  この指 針 は、薬 学 部 内 の実 験 室 等 で取 扱 うことのできる別 表 1 に定 めるバイオセー

フティーレベル 1 及 び 2 に相 当 する微 生 物 並 びに非 病 原 微 生 物 を対 象 とし、バイオセーフ

ティーレベル 3 及 び 4 に相 当 する微 生 物 (別 表 2)は対 象 としない。  

（実験の安全確保） 

第４条  実験の安全を確保することの重要性にかんがみ、すべての微生物関連実験は、次の各号に挙げ

る事項を遵守しなければならない。 

⑴ すべての微生物関連実験は、この指針に定める手続きを経て行うこと。 

⑵ 如 何 なる状 況 下 にあっても、15 歳 以 下 の者 の実 験 室 への立 ち入 りは 

許 可 しない。 

⑶ 実 験 従 事 者 は病 原 微 生 物 の保管及び出し入れの記録を整備すること。 

⑷ 病 原 微 生 物 の実 験 においては、口でのピペット操作等をしてはならない。 

⑸ 実 験 室 での飲 食 、喫 煙 、化 粧 又 は食 物 を含 む私 物 の保 管 をしてはならない。 

⑹ 病 原 微 生 物 及びこれを含む可能性のある実験材料を廃棄するに当たっては、適切な方法で滅菌す

ること。 

⑺ 微 生 物 関 連 実 験 は、実験従事者及びその他の者への伝播及び外界への拡散を防止するための

物 理 的 封 じ込 めを適 切 に実 施 されなければならない。 

第５条  微 生 物 関 連 実 験 が他 の指 針 (ヒトを対 象 とする研 究 指 針 、動 物 実 験 指 針 、遺 伝 子

組 換 え実 験 指 針 等 )の適 用 を受 ける場 合 には、実 験 責 任 者 はそれぞれの研 究 /実 験 指 針

等 を遵 守 しなければならない。  

（研究等倫理委員会） 

第６条  微 生 物 関 連 実 験 に必 要 な指 導 助 言 及 び病 原 微 生 物 等 を使 用 する実 験 計 画 承 認

申 請 書 の審 査 は、長 崎 国 際 大 学 薬 学 部 研 究 等 倫 理 委 員 会 （以 下 「委 員 会 」という。）が行

う。 
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２  委 員 会 は、次 の各 号 に掲 げる任 務 を遂 行 するものとする。 

⑴ 微 生 物 関 連 実 験 及 び微 生 物 の保 管 についての届 出 を受 理 すること 

⑵ 微 生 物 取 扱 方 法 及 び保 管 の改 善 の勧 告 、変 更 、微 生 物 取 扱 の一 時 停   

止 及 び承 認 の取 消 しを行 うこと。 

⑶ その他 、微 生 物 の安 全 確 保 に関 する基 本 的 事 項 を定 めること。 

（実験の審査） 

第７条  実 験 責 任 者 は、所 定 の申 請 書 （様 式 1）を学 部 長 に申 請 しなければならない。また、

実 験 計 画 を変 更 するときも同 様 とする（様 式 2）。 

２  委 員 会 は、申 請 内 容 の審 査 を行 い、実 験 計 画 の審 査 結 果 を学 部 長 に報 告 しなければな

らない。 

３  学 部 長 は、委 員 会 の審 議 結 果 に基 づき、実 験 計 画 の実 施 について申 請 者 に承 認 を与 え

るか否 かを通 知 する。 

４  実験を終了または中止する場合は、研究責任者は速やかに、実験 終了/中止 報告書（様式3）を学部

長に提出しなければならない。 

（事故発生等の措置） 

第８条  実 験 室 内 で次 の各 号 に掲 げる事 項 を事 故 として取 り扱 うものとする。 

⑴ 病 原 微 生 物 が実 験 従 事 者 の体 内 に入 った場 合 。 

⑵ 実 験 室 で保 存 されている微 生 物 が紛 失 し、実 験 室 外 が汚 染 されてい 

る可 能 性 が疑 われる場 合 。 

⑶ 実 験 従 事 者 に使 用 微 生 物 により引 き起 こされた可 能 性 が疑 われる異  

常 が認 められた場 合 。 

２  事 故 の報 告 は、次 の各 号 に準 じて取 り扱 う。 

⑴ 事 故 を発 見 した者 は、遅 滞 なく当 該 実 験 責 任 者 に報 告 しなければな 

らない。 

⑵  実 験 責 任 者 は、事 故 の内 容 を確 認 し、直 ちに委 員 会 に報 告 しなけれ 

ばならない。 

⑶  委 員 会 は、必 要 に応 じて事 故 の内 容 を学 部 長 に報 告 しなければなら 

ない。 

⑷  委 員 会 は、実 験 の禁 止 又 は中 止 を命 じることができる。 

⑸  事 故 後 の安 全 確 認 は委 員 会 が実 施 し、その結 果 を学 部 長 に報 告 しな 

ければならない。 

⑹ 学 部 長 は、事 故 の内 容 ・程 度 により必 要 と認 めた場 合 は学 長 に報 告 しな 

ければならない。 

（指針の改定） 

第９条 この指針の改定は、薬学部教授会及び薬学研究科教授会の議を経なければなら 

ない。 

 

    附 則  

1.  この指 針 は、平成 26 年 10 月 1 日から施 行 する。 

2.  平 成 １８年 ４月 １日 施 行 の「長 崎 国 際 大 学 薬 学 部 病 原 微 生 物 を用 いる実 験 指 針 」は廃

止 する。 
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13. 長崎国際大学薬学部遺伝子組換え実験指針 
 

（目的） 

第１条 この指針は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律

（平成１５年６月１８日法律第９７号。以下「法」という。）及び研究開発等に係る遺伝子組換え

生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令（平成１６年文部科学省・

環境省令第１号。以下「省令」という。）等に基づき、長崎国際大学薬学部（以下「本学部」とい

う。）において遺伝子組換え実験を計画し、実施するに当たって遵守すべき安全確保に関する基本

条件を示すことを目的とする。 

２ 本指針は、薬学研究科における該当実験も所掌する。 

（定義） 

第２条 この指針の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 

⑴「生物」とは、一の細胞（細胞群を構成しているものを除く。）又は細胞群であって核酸を移転

し又は複製する能力を有するものであって、次に掲げるもの以外のもの並びにウイルス及びウイ

ロイドをいう。 

イ) ヒトの細胞等 

ロ) 分化する能力を有する、又は分化した細胞等（個体及び配偶子を除く。）であって、自然条

件において個体に成育しないもの 

⑵「遺伝子組換え生物等」とは、次に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物を有す

る生物をいう。 

1）細胞、ウイルス又はウイロイドに核酸を移入して当該核酸を移転させ、又は複製させること

を目的として細胞外において核酸を加工する技術であって、次に掲げるもの以外のもの。 

①細胞に移入する核酸として、次に掲げるもののみを用いて加工する技術 

イ.該細胞が由来する生物と同一の分類学上の種に属する生物の核酸 

ロ.自然条件において当該細胞が由来する生物の属する分類学上の種との間で核酸を交換

する種に属する生物の核酸 

② ウイルス又はウイロイドに移入する核酸として、自然条件において当該ウイルス又はウイ

ロイドとの間で核酸を交換するウイルス又はウイロイドの核酸のみを用いて加工する技術 

2) 異なる分類学上の科に属する生物の細胞を融合する技術であって、交配等従来から用いられ

ているもの以外のもの 

⑶「遺伝子組換え実験」とは、研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等（拡散防止を

しつつ使用等を行うことを明らかにする措置を執って行う使用等）のうち、２の(1)の技術の利

用により得られた核酸又はその複製物（以下「組換え核酸」という。）を有する遺伝子組換え生

物等に係るもの（実験の過程において行われる保管及び運搬以外の保管及び運搬を除く。）をい

う。 

⑷ 「宿主」とは、組換え核酸が移入される生物をいう。 

⑸「ベクター」とは、組換え核酸のうち、移入された宿主内で当該組換え核酸の全部又は一部を複

製させるものをいう。 
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⑹「供与核酸」とは、組換え核酸のうち、ベクター以外のものをいう。 

⑺「核酸供与体」とは、供与核酸が由来する生物（ヒトを含む。）をいう。 

⑻「実験分類」とは、宿主又は核酸供与体について定められる分類であって、遺伝子組換え実験に

当たって執るべき拡散防止措置を生物多様性影響が生ずる可能性のある拡散の程度に応じて定

める際に用いられるものをいう。 

⑼「同定済核酸」とは、供与核酸であって、次の1)から3)までのいずれかに掲げるものをいう。 

1) 遺伝子の塩基配列に基づき、当該供与核酸又は蛋白質その他の当該供与核酸からの生成物の

機能が科学的知見に照らし推定されるもの。 

2) 当該供与核酸が移入される宿主と同一の分類学上の種に属する生物の核酸又は自然条件にお

いて当該宿主の属する分類学上の種との間で核酸を交換する種に属する生物の核酸（当該宿

主がウイルス又はウイロイドである場合を除く。） 

3) 自然条件において当該供与核酸が移入される宿主との間で核酸を交換するウイルス又はウイ

ロイドの核酸（当該宿主がウイルス又はウイロイドである場合に限る。） 

⑽「認定宿主ベクター系」とは、特殊な培養条件下以外での生存率が低い宿主と当該宿主以外の生

物への伝達性が低いベクターとの組合せであって、別に定められているものをいう。 

⑾「実験室」とは、遺伝子組換え実験を実施する部屋をいう。 

⑿「実験区域」とは、人の出入りを管理するために他の区域から区分された実験室、廊下等からな

る区域をいう。 

⒀「非閉鎖系区画」とは、閉鎖系でない温室、網室その他の屋内の特定の区画をいう。 

⒁「屋外特定区画」とは、外部の環境等に影響を与えないよう措置された屋外の特定の区画をいう。 

⒂「実験従事者」とは、遺伝子組換え実験の実施に携わる者をいう。 

⒃「研究責任者」とは、実験従事者のうち個々の実験計画の遂行について責任を負う者をいう。  

（実験の区分） 

第３条 本指針における実験の区分は以下のとおりとする。 

⑴ 「微生物使用実験」とは、遺伝子組換え実験のうち、微生物（菌界に属する生物（きのこ類を

除く。）、原生生物界に属する生物、原核生物界に属する生物、ウイルス及びウイロイドをいう。

以下同じ。）である遺伝子組換え生物等に係るものをいう。 

⑵ 「大量培養実験」とは、遺伝子組換え実験のうち、微生物である遺伝子組換え生物等の使用等

であって、培養又は発酵の用に供する設備（設備の総容量が２０リットルを超えるものに限る。

以下「培養設備等」という。）を用いるものをいう。 

⑶「動物使用実験」とは、遺伝子組換え実験のうち、動物（動物界に属する生物をいう。     

以下同じ。）である遺伝子組換え生物等（遺伝子組換え生物等を保有しているものを除く。）

に係るもの（以下「動物作成実験」という。）及び動物により保有されている遺伝子組換え生

物等に係るもの（以下「動物接種実験」という。）をいう。 

⑷ 「植物等使用実験」とは、遺伝子組換え実験のうち、植物（植物界に属する生物をいう。以下

同じ。）である遺伝子組換え生物等（遺伝子組換え生物等を保有しているものを除く。）に係る

もの（以下「植物作成実験」という。）、きのこ類である遺伝子組換え生物等に係るもの（以下
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「きのこ作成実験」という。）及び植物により保有されている遺伝子組換え生物等に係るもの

（以下「植物接種実験」という。）をいう。 

（教育訓練） 

第４条 研究責任者および実験従事者として登録を希望するものは、あらかじめ委員会が主催する所

定の教育訓練を受け、かつ、遺伝子組換え実験の従事者として登録申請を行わなければならない

（様式 1）。但し、他施設での充分な実施経験を有する場合など、委員会が特別に認めた場合はこ

の限りではない。 

（遺伝子組換え実験の安全確保） 

第５条 遺伝子組換え実験（以下「実験」という。）は、その安全を確保するため、微生物実験室で

一般に用いられる標準的な実験方法を基本とし、実験の安全度評価に応じて、物理的封じ込め（拡

散防止措置）及び生物学的封じ込めの方法を適切に組み合わせて計画され、及び実施されるもの

とする。 

２ 組換え動物及び組換え植物の飼育又は栽培の管理は、この指針に定める方法に基づき実施される

ものとする。 

３ 実験従事者、研究責任者、学部長及び研究等倫理委員会委員長は、本指針に従って、実験の安全

確保のための任務をそれぞれ適切に果たすものとする。 

４ 実験計画の策定及び実施に際しては、この指針のほか、関係する法令、指針その他の規程を遵守

するものとする。 

（実験の安全確保のための手続） 

第６条 遺伝子組換え実験を行うに当たり、実験を実施しようとする者は、実験の安全を確保するこ

との重要性に鑑み、次に掲げる実験の区分に応じそれぞれ定められた手続を経るものとする。 

(1) 大臣確認実験：実験計画について、文部科学大臣の確認及びこれに基づく実験実施機関の長

の承認を得ること。 

(2) 機関承認実験：実験計画について、学部長の承認を得ること。 

２ 本学部における遺伝子組換え実験に必要な指導助言、及び実験計画書の審査を行うために、研究

等倫理委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

３ 研究責任者は学部長に、所定の遺伝子組換え実験(機関実験)計画承認申請書（様式2）により実験

の申請をしなければならない。また、実験計画を変更するときも同様（様式3）とする。 

４ 研究等倫理委員会は、申請内容の審査を行い、実験計画の審査の結果の内容を学部長に報告せね

ばならない。 

５ 学部長は、研究等倫理委員会の審議結果に基づき、実験計画の実施について申請者に承認を与え

るか否かを通知する。 

６ 実験の終了あるいは中止に伴い、研究責任者は速やかに、実験終了（中止）報告書（様式4）を

学部長に提出しなければならない。 

７ 新たな実験区域で、P2、P1A または P1P 以上の拡散防止措置が必要な実験を行う場合には、研

究責任者は学部長に「遺伝子組換え実験施設拡散防止措置許可願」（様式5）を提出しなければな

らない。 
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（拡散防止の方法） 

第７条 遺伝子組換え実験を行うに当たり、以下の方法により拡散防止に務めなければならない。 

⑴ 物理的封じ込め（拡散防止措置） 

1) 物理的封じ込めの目的 

物理的封じ込めは、遺伝子組換え生物等を施設及び設備内に閉じ込めることにより、実験従

事者その他の者への伝播及び外界への拡散を防止しようとするものである。 

2) 微生物使用実験に係る拡散防止措置 

微生物使用実験に係る拡散防止措置は、設備、実験室の設計及び実験実施要項からなり、P1、

P2、及びP3の3つに区分される。 

3) 大量培養実験に係る拡散防止措置 

大量培養実験に係る拡散防止措置は、設備、実験室の設計及び実験実施要項からなり、LS‐

C、LS‐1及びLS‐2の3つに区分される。 

4) 動物使用実験に係る拡散防止措置 

動物使用実験に係る拡散防止措置は、設備、実験室の設計及び実験実施要項からなり、P1Ą、

P2Ą、P3A、特定飼育区画に区分される。 

5) 植物使用実験に係る拡散防止措置 

植物使用実験に係る拡散防止措置は、設備、実験室の設計及び実験実施要項からなり、P1P、

P2P、P3P、特定網室に区分される。 

⑵ 生物学的封じ込め 

1) 生物学的封じ込めの目的 

生物学的封じ込めは、特殊な培養条件下以外では生存しない宿主と実験用でない他の生物へ

の伝播性がないベクターを組み合わせた宿主−ベクター系を用いることにより、遺伝子組換え

生物等の環境への伝播及び拡散を防止するか、又は特に生物学的安全性が高いと認められた

宿主−ベクター系を用いることにより、実験の安全性を確保しようとするものである。 

2) 生物学的封じ込めの方法 

生物学的封じ込めの方法は、宿主−ベクター系の生物学的安全性の程度に応じて次に掲げると

ころによるものとする。 

① B1レベル 

自然条件下での生存能力が低い宿主と宿主依存性が高く他の細胞に移行しにくいベクタ

ーを組み合わせて用いることにより、遺伝子組換え生物等の環境への伝播及び拡散を防止

できると認められる宿主−ベクター系又は遺伝学的、生理学的及び生態学的性質に基づい

て人類等に対する安全性が高いと認められる宿主−ベクター系は、B1レベルとする。 

② B2レベル 

①に規定する宿主−ベクター系のうち、自然条件下での生存能力は特に低い宿主と宿主依

存性が特に高いベクターを組み合わせて用いることにより、遺伝子組換え生物等の環境へ

の伝播及び拡散を防止できると認められる宿主−ベクター系は、B2レベルとする。 

③ ①及び②のいずれにも該当しない宿主−ベクター系 
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①及び②のいずれにも該当しない宿主−ベクター系は、その生物学的性質について病原性、

毒素産生能、寄生性及び定着性、発がん性、薬剤耐性、代謝系及び免疫系への影響、生態

系への影響、宿主依存性、伝達性を踏まえ総合的に判断するものとする。 

⑶ 安全度評価及び物理的封じ込めの方法の基準に関する原則 

1) ⑵の2)の③に掲げる事項を踏まえ、宿主、ベクター又はDNA供与体の安全度評価を別に定め

る。 

2) 宿主、ベクター又はDNA供与体のうち安全度評価が示されていないものについては、⑵の2)

の③に掲げる事項を総合的に勘案してその安全度を評価するものとする。 

3) 遺伝子組換え生物等の物理的封じ込めの方法は、使用する宿主、ベクター又はＤＮＡ供与体

のうち、 も高い物理的封じ込めの方法を必要とするものの安全度評価に従うことを基準と

する。ただし、(2)の2）に規定する生物学的封じ込めの方法がB1及びB2レベルに属する宿主

−ベクター系（以下「認定宿主−ベクター系」という。）のうち特に安全性が高いと評価される

B2レベルの宿主−ベクター系を用いる場合については、この限りでない。 

（遺伝子組換え生物の取扱） 

第８条 遺伝子組換え生物等の保管は、以下に従って行う。 

⑴ 遺伝子組換え生物等を含む試料及び廃棄物の保管に当たっては、遺伝子組換え生物等が漏出、

逃亡その他拡散しない構造の容器に入れ、かつ、当該容器の見えやすい箇所に、遺伝子組換

え生物等である旨表示するものとする。 

⑵ ⑴の遺伝子組換え生物等を含む試料及び廃棄物を入れた容器は、その遺伝子組換え生物等を

用いる実験に関して定められた物理的封じ込めレベルの条件を満たす実験室、実験区域又は

大量培養実験区域内に保管するものとする。この場合において、保管場所が冷蔵庫その他の

保管のための設備である場合には、当該設備の見えやすい箇所に、遺伝子組換え生物等を保

管している旨を表示するものとする。 

⑶ 研究責任者は、この遺伝子組換え生物等を含む試料及び廃棄物の記録を作成し、保存するも

のとする。ただし、P2レベル以下の物理的封じ込めを必要とする遺伝子組換え生物等の記

録は、実験記録をもって代えることができる。 

２ 遺伝子組換え生物等の運搬は、以下に従って行う。 

⑴ 遺伝子組換え生物等を含む試料及び廃棄物の運搬に当たっては、遺伝子組換え生物等が漏出、

逃亡、その他拡散しない構造の容器に入れて実験室で密閉して搬出するものとする。 

⑵  実験に当たって執るべき拡散防止措置がP3A,P3Pレベル・LS2レベル以上又は大臣  確認前

のために執るべき拡散防止措置が定められていない場合には、遺伝子組換え生物等が漏出、

逃亡、その他拡散しない構造の容器に入れて実験室で密閉するとともに、当該容器が破損し

ても容器内の遺伝子組換え生物等が漏出、逃亡その他拡散しない構造の容器に入れて搬出す

るものとする。 

⑶ も外側の容器（容器を包装する場合にあっては、当該包装）の見やすいところに「取扱注

意」と朱書するものとする。 

⑷ 遺伝子組換え生物等を含む試料及び廃棄物を運搬する必要が生じた場合は、当該生物が遺伝
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子組換え生物等であること及びその内容、運搬元、運搬先の機関及び責任者の連絡先を明確

にするとともに、必要に応じ事故時の対応方法を示した文書を添付するものとする。 

⑸ 研究責任者は、運搬しようとするときは、その都度、運搬する遺伝子組換え生物等の名称、

数量並びに運搬先の機関名及び責任者名を記録し、保存するものとする。ただし、 P2レベ

ル以下の物理的封じ込めを必要とする遺伝子組換え生物等の記録は、実験記録をもって代え

ることができる。 

⑹ 大量培養実験については、LS-Cレベル又は特別な物理的封じ込めで用いる遺伝子組換え生

物等を含む試料及び廃棄物を大量培養実験区域の外に運搬する場合には、P2レベル以下の

物理的封じ込めを必要とする場合と同様に取り扱うものとする。当該運搬物がLS−1及びLS

−2レベルで用いる遺伝子組換え生物等を含む試料及び廃棄物の場合には、P3レベル以上の

物理的封じ込めを必要とする場合と同様に取り扱うものとする。 

⑺ 動物及び植物の運搬については、上記⑴から⑹に掲げるもののほか、各論において別に定め

る。 

３ 遺伝子組換え生物等の譲渡は、以下に従って行う。（「遺伝子組換え生物等の譲渡の手続き」を

参照のこと） 

⑴ 遺伝子組換え生物等を譲渡しようとする者は、譲渡先において明確な使用計画があること及

び適切な管理体制が整備されていることを事前に確認するものとする。 

⑵ 遺伝子組換え生物等を譲渡しようとするときは、譲渡を受ける者に対し、遺伝子組換え生物

等の第二種使用等をしていること、その遺伝子組換え生物等の宿主又は親生物の名称及び組

換え核酸又はその複製物の名称、責任者の氏名及び連絡先について、情報の提供を行うもの

とする。この場合において、情報の提供は文書の交付、遺伝子組換え生物等の容器等への表

示、FAX、電子メールのいずれかにより行うものとする。 

⑶ 遺伝子組換え生物等を譲渡しようとする者は、⑴の事前確認及び⑵の情報提供の内容につい

て、事前確認及び遺伝子組換え生物等の譲渡を行う前に、所定の様式（様式D）により研究

等倫理委員会の確認を受けるものとする。 

⑷ 遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は譲渡を受けたときは、その都度、譲受に際して提供し又

は提供を受けた情報等を記録し、保存するとともに、所定の様式（様式A～C）により学部

長に届け出るものとする。 

（緊急事態等の措置） 

第９条 実験室内で次の各号に掲げる事項を事故として取り扱うものとする。 

⑴ DNA 供与体及び組換え体が実験従事者の体内に入った場合。 

⑵ 実験室より組換え体等が紛失し、実験室外が汚染される可能性の疑われる場合。 

⑶ 実験従事者に組換えＤＮＡ実験により引き起こされた可能性が疑われる異常が認められた

とき。 

２ 事故の報告は、次の各号に準じて取り扱う。 

⑴ 事故を発見した者は、遅滞なく当該研究責任者に報告しなければならない。 

⑵ 研究責任者は、直ちに委員会に報告しなければならない。 
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⑶ 委員会は、必要に応じて学部長に報告しなければならない。 

⑷ 学部長及び委員会は、実験の停止を命じることができる。 

⑸ 事故後の安全確認は委員会が実施し、その結果を学部長に報告しなければならない。 

(雑則) 

第１０条 ヒトを対象とする遺伝子組換え実験は、施設・設備等の実験を行うのに必要な環境が整備

されてから行うものとし、当分の間は、本施設のみでは実験を行なってはならない。 

２ 遺伝子組換え実験指針各論は、委員会が別途定める。 

（指針の改定） 
第１１条 この指針の改訂は、薬学部教授会及び薬学研究科教授会の議を経なければならない。 
 

    附 則 
1. この指針は、平成26年10月1日から施行する。 
2. 平成18年4月1日施行の「長崎国際大学遺伝子組換え実験指針」は廃止する。 
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14．沿革 (主な委員会) 

 

○平成 18 年の薬学部の開設に合わせて、長崎国際大学動物実験施設が建設され、 

薬学部 薬理学研究室 山本経之教授のもとで設備や運用規定が整備される。 

 

○平成 18 年 4 月 1 日 長崎国際大学薬学部研究等倫理委員会規程が施行される。 

 

○平成 19 年 4 月 1 日 長崎国際大学 動物実験に関する規程が施行される。  

 

○平成 21 年 4 月 1 日 動物実験委員会が組織された。 

 委員長 山本経之教授（薬学部）   副委員長 田中宏光准教授（薬学部） 

委員  野村秀一教授（健康管理学部）、北市清幸准教授（薬学部）、 

熊井まどか講師（健康管理学部）、鶴崎耕一事務局長（事務局） 
 
○平成 23 年 4 月 1 日 動物実験委員会委員の変更。 

 委員長 山本経之教授（薬学部）   副委員長 田中宏光准教授（薬学部） 

委員  野村秀一教授（健康管理学部）、山口拓准教授（薬学部）、 

熊井まどか准教授（健康管理学部）、鶴崎耕一事務局長（事務局） 

 

○平成 24 年 3 月 26 日 動物実験委員会  

「今年度の運営状況の報告と報告書の公開、来年度の運営について」 

 委員長 山本経之教授（薬学部）   副委員長 田中宏光准教授（薬学部） 

委員  野村秀一教授（健康管理学部）、山口拓准教授（薬学部）、 

熊井まどか准教授（健康管理学部）、鶴崎耕一事務局長（事務局） 

 

○平成 25 年 4 月 22 日 動物実験委員会 (メールにて) 

「25 年度の運営状況の報告と報告書の公開、来年度の運営について」 

 委員長 山本経之教授（薬学部）   副委員長 田中宏光准教授（薬学部） 

委員  野村秀一教授（健康管理学部）、山口拓准教授（薬学部）、 

熊井まどか教授（健康管理学部）、鶴崎耕一事務局長（事務局） 

 

○平成 25 年 7 月 19 日 動物実験委員会 （事務棟多目的室） 

委員長 山本経之教授（薬学部）   副委員長 田中宏光准教授（薬学部） 

委員  野村秀一教授（健康管理学部）、山口拓准教授（薬学部）、 

熊井まどか教授（健康管理学部）、鶴崎耕一事務局長（事務局） 

主な審議事項 

（1） 倫理委員会からの動物実験申請書の承認について 
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（2） 動物実験申請書の「安楽死の方法」に関する条項について 

（3） 大学ホームページでの動物実験センターのタグ新設について 

（4） 平成 24 年度動物実験センターの運営報告書の承認について 

（5） 動物舎運用に際しての受益者負担について 

 

○平成 26 年 8 月 18 日（事務棟多目的室） 

委員長 山本経之教授（薬学部）   副委員長 田中宏光准教授（薬学部） 

委員  熊井まどか教授（健康管理学部）、山口拓准教授（薬学部）、 

鶴崎耕一事務局長（事務局） 

主な審議事項 

（1） 動物実験に関する規程の改正について 

（2） 動物実験センター使用実績 第 5 号について 

（3） 平成 26 年度検証申請書の提出について 

（4） 教育訓練の実施、健康診断受診結果 

 

○平成 26 年 12 月 1 日（事務棟多目的室） 

委員長 山本経之教授（薬学部）   副委員長 田中宏光准教授（薬学部） 

委員  熊井まどか教授（健康管理学部）、山口拓准教授（薬学部）、 

鶴崎耕一事務局長（事務局） 

主な審議事項 

（1） 緊急対応マニュアル（案）の承認について 

（2） 動物実験施設 報告書 第 5 号のアップデートについて 

（3） 「動物実験における相互検証プログラム」の実施について 

（4） 来年度の施設関係概算要求について 

 

○平成 26 年 12 月 9 日（薬学部会議室 等） 

「動物実験における相互検証プログラム」 

 

○平成 27 年 3 月 23 日（事務棟多目的室） 

「動物実験における相互検証プログラム」の検証結果について 

委員長 山本経之教授（薬学部）   副委員長 田中宏光准教授（薬学部） 

委員  野村秀一教授（健康管理学部）、熊井まどか教授（健康管理学部）、柴田哲雄 

山口拓准教授（薬学部）、鶴崎耕一事務局長（事務局） 

 

○その他 平成 26 年度持ち回り委員会合計 13 回 
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15．実績状況 
 
15-1) 承認済み動物実験計画申請 
 
合計２２件 
 

件 受付日 申請者 所属・職名 実験名 
審査  

終了日

承

認  

番

号

期間 

1 H26.3.3 
榊原 隆

三 

生化学研

究室     

教授 

豆乳の乳酸菌発

酵生産物が示す

生理活性に関す

る研究 

H26.3.10

第

93

号

H26.4.1～ H27.3.31

2 H26.3.3 
小川 由

紀子 

微生物学

研究室    

准教授 

日本冬虫夏草の

抗腫瘍効果 
H26.3.10

第

94

号

H26.4.1～ H27.3.31

3 H26.3.4 隈 博幸 

臨床検査

学研究室  

准教授 

血栓モデルラット

におけるリン脂質

の血栓予防効果

の検討 

H26.3.10

第

95

号

H26.4.1～ H27.3.31

4 H26.3.6 大磯 茂 

医療薬学

研究室    

准教授 

医薬品成分に対

するモノクローナ

ル抗体の作製 

H26.3.14

第

96

号

H26.4.1～ H27.3.31

5 H26.3.6 大磯 茂 

医療薬学

研究室    

准教授 

ダビガトラン血中

濃度の測定 
H26.3.14

第

97

号

H26.4.1～ H27.3.31

6 H26.3.6 
仮屋薗 

博子 

医療薬学

研究室    

教授 

摂食亢進ホルモ

ンの活性阻害・

産生抑制を機序

とする抗肥満機

能性食成分の探

索 

H26.3.14

第

98

号

H26.4.1～ H27.3.31

7 H26.3.10 
藤本 京

子 

分子生物

学研究室  

助教  

 

腸管腫瘍におけ

るパイエル板の

役割 

H26.3.14

第

99

号

H26.4.1～ H27.3.31
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8 H26.3.10 
田中 宏

光 

分子生物

学研究室  

准教授 

受精率を向上さ

せる化学物質の

スクリーニングと

その性質の解析

H26.3.20

第

100

号

H26.4.1～ H27.3.31

9 H26.3.14 
田中 宏

光 

分子生物

学研究室  

准教授 

男性不妊症関連

遺伝子の解析 
H26.3.20

第

101

号

H26.4.1～ H27.3.31

10 H26.3.12 
和田 守

正 

分子生物

学研究室  

教授 

異物排出の分子

機構 
H26.3.20

第

102

号

H26.4.1～ H27.3.31

11 H26.3.11 
神谷 誠

太郎 

製剤学研

究室     

講師 

モルモットを用い

たビタミン C およ

びビタミン C 誘導

体の経口吸収特

性 

H26.3.20

第

103

号

H26.4.1～ H27.3.31

12 H26.3.12 
高井 伸

彦 

薬品分析

化学研究

室       

准教授 

重粒子線治療の

ための生物学的

研究 

H26.3.20

第

104

号

H26.4.1～ H27.3.31

13 H26.3.12 
岸原 健

二 

免疫学研

究室     

教授 

薬学部 3 年生免

疫学実習におけ

る副腎皮質ステ

ロイドのリンパ球

に対する影響に

関する研究 

H26.3.20

第

105

号

H26.4.1～ H27.3.31

14 H26.3.13 
山本 経

之 

薬理学研

究室     

教授 

情動行動、認知

機能ならびに生

殖機能に関わる

大麻ならびに内

因性カンナビノイ

ドシステムの作

用解明 

H26.3.20

第

106

号

H26.4.1～ H27.3.31

15 H26.3.13 
山本 経

之 

薬理学研

究室     

教授 

薬物依存症発症

の脳内メカニズ

ム追究とその治

療薬開発に関す

る研究 

H26.3.20

第

107

号

H26.4.1～ H27.3.31
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16 H26.3.13 
山本 経

之 

薬理学研

究室     

教授 

薬理学実習 H26.3.20

第

108

号

H26.10.17 
 

17 H26.3.13 山口 拓 

薬理学研

究室     

准教授 

発達障害におけ

る神経科学的基

盤の解明とその

治療薬開発に関

する研究 

H26.3.20

第

109

号

H26.4.1～ H27.3.31

18 H26.3.14 
田中 宏

光 

分子生物

学研究室  

准教授 

体外受精の効率

を上げる化合物

のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞとそ

のﾒｶﾆｽﾞﾑの解析

H26.3.20

第

110

号

H26.4.1～ H27.3.31

19 H26.3.14 森永 紀 

薬品資源

学研究室  

准教授 

鉄輸送タンパク

質 DMT-1 に対す

るポリクローナル

及びモノクローナ

ル抗体の作製 

H26.3.20

第

111

号

H26.4.1～ H27.3.31

20 H26.3.14 森永 紀 

薬品資源

学研究室  

准教授 

植物性スフィンゴ

シンに対するモノ

クローナル抗体

の作製 

H26.3.20

第

112

号

H26.4.1～ H27.3.31

21 H26.3.14 森永 紀 

薬品資源

学研究室  

准教授 

植物フラボノイド

に対するモノクロ

ーナル抗体の作

製 

H26.3.20

第

113

号

H26.4.1～ H27.3.31

22 H26.3.20 
小玉 智

章 

健康管理

学部     

健康栄養

学科     

講師    

摂食促進ホルモ

ンによる栄養素

選択的な接触調

節メカニズムの

解明 

H26.3.24

 

第

114

号 

 

 

H26.4.1～ 

 

 

H27.3.31
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15-2)  動物実験従事者数 
 

薬学科 
教授 6 名、   准教授  8 名、   講師  3 名、   助教 2 名、    
テクニカルスタッフ  3 名、    訪問研究員  2 名、  大学院生  1 名 
卒業研究生 20 名 
 
 
 
栄養学科 
教授  1 名、 講師 1 名、  助教 1 名、   助手 3 名、   大学院生 1 名、   
卒業研究生 9 名 
 
 
 
その他、 
動物を用いる実習 
1 年生の授業「薬学入門」にて教育訓練実施後 
薬学部 136 名 
健康管理学部 88 名 
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15-3)  動物の使用状況 
動物の使用状況 

       研究

室名 

動物種        

薬学部 薬学科  健康

管理

学部

健康

栄養

学科

 

 

分 

子 

生 

物 

学 

臨床

薬理

学 

 

 

 

 

薬

品

分

析 

学 

 

 

 

薬

品

資

源

学

機

能

形

態

学

薬 

理 

学 

臨

床

検

査

学

 

 

生

化

学 

 

 

免

疫

学

 

微

生

物 

学 

 

 

医

療

薬

学 

 

 

 

 

 

健康

栄養

学科

総数

       飼育匹数 

マウス（遺伝子改

変マウス以外の

もの） 

3500 15 120 10 0 102 

(298)

0 155 10 10 45 48 4015

(298)

マウス（遺伝子改

変マウス） 

3000 

 

0 

 

0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 3140

 

ラット（遺伝子改

変ラット以外のも

の） 

0 0 0 0 42 200 

(0) 

87 0 0 0 0 16 

(70) 

345 

(70) 

ラット（遺伝子改

変ラット） 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ハムスター類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

モルモット 0 0 0 0 0 (5) 0 0 0 0 0 0 (5) 

ウサギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

その他 

0 (15)

カエ

ル 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (15)

カエ

ル 

(  )内は実習で用いた動物 
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15-4)  教育訓練実施状況 等 
 
平成 26 年 4 月 24 日（木）の薬学入門 特別講義 
講師 九州大学医学研究院  續 輝久 教授  
演題「実験動物の種類と取扱いについて」 
 
 
平成 26 年 12 月 19 日（金） 
平成 25 年度 長崎国際大学 動物慰霊祭 
開催場所 4101 階段教室 
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15-5)  マウス、ラット感染症検査成績 
 
平成 26 年度は①平成 25 年 6 月 17 日、②9 月 17 日、③12 月 22 日、④平成 27 年 2 月 24 日(結

果判定日)の 4 回、SPF 及びコンベンショナルエリアの感染症の検査を行った。コンベンショナ

ルエリアには２つの飼育室が存在する。飼育室１には、ラットが、飼育室２にはマウスが飼育さ

れている。飼育室１の４隅の各々に 1 匹のラットを床下に 1 カ月以上の間、モニター用として飼

育した。飼育室２及び SPF の飼育室３,４は、４隅にモニター用マウスを床下に 1 匹１カ月以上

の間飼育した。 
以下に示すように、重篤な感染症は見られなかった。 
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① 平成 26 年 6 月 17 日 
 
ウイルス検査 
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SPF のマウス飼育屋と CV のマウス飼育部屋 
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CV ラット飼育室 
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② 平成 26 年 9 月 17 日 
 
ウイルス検査 

 



  

- 55 - 
 

SPF マウス飼育室２部屋 および CV マウス飼育部屋  
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CV ラット飼育室 
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 ③平成 25 年 12 月 22 日 
 
ウイルス感染 

 



  

- 58 - 
 

SPF マウス飼育室２部屋 および CV マウス飼育部屋  
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CV ラット飼育室 
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④ 平成 26 年 2 月 24 日  （実中研） 
 
SPF および CV マウス飼育部屋 
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CV ラット飼育室 
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15-6-1) 飼育ケージ数   
 

         研究室名 

動物種           

薬学部 薬学科 健康管理

学部 

健康栄養

学科 

 

 

分 

子 

生 

物 

学 

・ 

微 

生 

物 

学 

・ 

免 

疫 

学 

薬 

理 

学 

臨

床

検

査

学

 

 

生

化

学 

 

 

臨

床

薬

理

学 

 

医

療

薬

学 

・ 

薬

品

資

源

学 

 総数 

     ケージ数 

大ケージ 1125 1470 10 0 0 0 0 2605 

中ケージ 380 420 0 150 0 192 60 1202 

小ケージ 810 140 0 70 143 325 0 1488 

マウス１匹用ケージ 220 0 0 0 0 0 0 220 

その他 0 0 0 0 0 0 0  

 
15-6-2)  SPF 入出記録  （年間の延べ入出人数） 
 
分子生物学   545 人 
 
臨床薬理学    79 人 
 
微生物学     21 人 
 
機能形態学    48 人 
 
修理業者     4 人 
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15-7)  保守点検 

 

① 動物室空調機器設備年間保守 

動物舎空調機器設備保守点検 5 月 

動物舎空調機器設備保守点検 8 月 

動物舎空調機器設備保守点検 11 月 

動物舎空調機器設備保守点検 2 月 

 

② 飼育室の動物感染検査 

年４回、①平成 25 年 6 月 17 日、②9 月 17 日、③12 月 22 日、④平成 27 年 2 月 24 日(結果

判定日) 

 

③ 修繕箇所 

○ 1 階動物実験室 外調機差圧調整計交換 

○ 1 階動物実験室 SPF 着脱衣室空調機修繕 

○ 1 階動物実験室 CV1・CV2 実験室空調機修繕 
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15-8)  動物実験センターに関連した業績 
 
≪論文発表≫ 
 
○Fujii S, Morinaga O, Uto T, Nomura S, Shoyama Y 
Development of a monoclonal antibody-based immunochemical assay for liquiritin and its 
application to the quality control of licorice products. J Agric Food Chem (2014) 62, 
3377-3383. 
 
○野嶽勇一, 松本菜季, 本多英俊, 榊原隆三, 乳酸菌生産物質の機能性と基礎化粧品への応用, 
フレグランスジャーナル (2014) 42, 28-34. 
 
○Arroteia KF, Barbieri MF, Souza GH, Tanaka H, Eberlin MN, Hyslop S, Alvares LE, 
Pereira LA. Albumin is synthesized in epididymis and aggregates in a high molecular mass 
glycoprotein complex involved in sperm-egg fertilization. PLoS One 9:e103566 (2014). 
 
○Tung HN, Shoyama Y, Wada M, Tanaka H. Improved in vitro fertilization ability of mouse 
sperm caused by the addition of licorice extract to the preincubation medium. The Open 
Reprod Sci J (2014) 6, 1-7 (2014). 
 
○Tanaka H, Tsujimura A, Miyagawa Y, Wada M. Genetic Variation in the Testis-Specific 
GSG3/CAPZA3 Gene Encoding for the Actin Regulatory Protein in Infertile Males. Nagasaki 
Int Univ Rev (2014) 14, 269-274. 
 

≪学会発表≫ 

 

○ 村上侑華那，Sahatsan Lueangcharoen，森永 紀，奥 尚枝，石黒京子, 宇都拓洋，正山

征洋 日本薬学会第 135 年会/神戸「抗マルチフロリン A モノクローナル抗体の作製と

ELISA への応用」2015.3. 

 

○ 三浦良子, 野嶽勇一, 射場仁美, 榊原隆三  日本食生活学会第 49 回大会 / 金沢 「豆乳の乳

酸菌発酵液 PS-B1 のアレルギー性皮膚炎抑制メカニズムの検討」2014.11. 

 

○ 野嶽勇一, 榊原隆三 第 5 回化粧品開発展 Cosme Tech 2014 / 東京 「自分の美肌菌を活用

した新規スキンケア法（美肌菌戻し法）の構築」 2014.10. 

 

○ 榊原隆三, 蛋白質と酵素の構造と機能に関する九州シンポジウム / 福岡 「ヒトに共棲する

有用菌の利用」2014.9. 

 

○ Takai N, Uzawa A, Hirayama R, Yoshitaka M, Ohba Y, Nakamura S, Furusawa Y. 41th 

Annual Meeting European Radiation Research Society, Rhodos / Greece. 「The effects on 

the cognitive function and astrocytic activation in the hippocampus after local brain 

irradiation with carbon ions using mice.」2-14. 9. 
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○ 高井伸彦 佐世保まちなか大学 / 佐世保 ～ 先端の科学を 西端の街で学ぼう～：「放射

線って怖いですか？ 2014. 10. 

 

○ 高井伸彦 群馬大学重粒子線医学センター「第４回 重粒子線医工連携セミナー」がんプロ

フェッショナル養成基盤推進プラン／博士課程教育リーディングプログラム / 群馬 「放射

線治療後の脳機能障害を画像診断で予測可能か？」2104.7. 

 

○ 高井伸彦 福井大学付属国際原子力工学研究所異分野横断セミナー / 福井 「画像診断技術

を利用した重粒子線治療の高度化」2014. 2. 

 

○ Yamaguchi T, Jingushi H, Fukumori R, Yoshioka M, Yamamoto T. The 29th Collegium 

Internationale Neuro-psychopharmacologicum (CINP) World Congress / Vancouver, 

Canada, 「Establishment of a social interaction test using a 3-chamber system for rats」

2014 . 6., 

 

○ 山口 拓、吉岡充弘、山本経之 第 67 回日本薬理学会西南部会 / 北九州 

「幼若期 ACTH 反復投与ラットの行動学的特性」2014. 11. 

 

○ 山口 拓、吉岡充弘、山本経之 第 88 回日本薬理学会年会  / 名古屋「幼若期薬理学的ス

トレス負荷ラットの行動特性」2015. 3.  

 

○ 福森 良、山田啓史、山口 拓、山本経之 第 88 回日本薬理学会年会 / 名古屋「メタンフ

ェタミン慢性投与後の退 薬時における認知機能障害の発現」2015.3. 

 

○ 山田啓史、福森 良、山口 拓、山本経之 日本薬学会第 135 年会 / 神戸「メタンフェタ

ミン退薬時の認知機能障害発現機構における CB1 受容体の関与」2015.3.  

 

○ 平田統一 他 日本畜産学会第 118 回大会 / つくば 「甘草水溶性抽出物の牛体外成熟、

発生培養液への添加が分割率や胚盤胞発生成績に及ぼす影響」 2104.4. 

  

○ 宮川康 他 第 33 回日本アンドロロジー学会/軽井沢 「アクチン調節蛋白質遺伝子

Gsg3/CAPZA3 の遺伝子多型の解析」2104.6. 

 

○ 田中宏光 第 59 回日本生殖医学会 / 京王プラザホテル 「In Vitro Fertilization(IVF)

の効率を上げる甘草成分の同定」2014.12.  
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○ 宮川康 他 第 59 回日本生殖医学会 / 京王プラザホテル 「アクチン調節蛋白質遺伝

子 CAPZA3 のヒト精子における発現およびその局在」/ 2014.12. 
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15-9)  自己評価 
 動物実験委員会が発足し 5年を迎える。本年も、研究者の意思を尊重する一方、使用者の意識

を高める教育訓練と適正なレギュレーションに基づいた施設運営を行うことができた。 

教育訓練では、できる限り動物に苦痛を与えない実験系を構築する事（Refinement/改善）、ま

た、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用する事（Replacement/代替）、さらに、

実験に使用される動物の数を少なくする実験系を構築する事（Reduction/削減）を徹底し、周知

させた。実験計画は、実験の許可を与える長崎国際大学研究倫理委員会及び動物実験委員会にお

いて厳密に精査した。 

本年度も、１）機関内規定を精査し、２）動物実験委員会を機能させ、３）教育訓練を行い、

４）動物実験計画書を精査した後、許認可を行った。また、５）自己点検を進め、６）情報公開

のために動物実験施設の実情を動物実験センター使用実績としてまとめ、インターネット上で公

開した。 

平成 26 年度文部科学省告示「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」の規

定に基づく動物実験の実施体制に関する検証、「動物実験に関する相互検証プログラム」を受け、

私たちの施設運営の問題点をいくつか指摘いただいた。 

以下に「動物実験に関する相互検証プログラム」実施後の平成２６年度自己点検報告書を記載

する。 
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動物実験に関する自己点検・評価報告書 

 

長崎国際大学 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 27 年 4 月 
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Ⅰ．規程及び体制等の整備状況 

 

１．機関内規程 

１）評価結果 

   ■ 基本指針に適合する機関内規程が定められている。 

   □ 機関内規程は定められているが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 機関内規程が定められていない。 

２）自己点検の対象とした資料 

①長崎国際大学 動物実験に関する規程 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 

これら規程は、平成１９年４月１日から施行され、動物実験に関する相互検証プログラムによる意見

に従い、平成２６年１０月に改定され、規定に従い運営されている。 

４）改善の方針、達成予定時期 

 特記事項なし。 

 

２．動物実験委員会 

１）評価結果 

   ■ 基本指針に適合する動物実験委員会が置かれている。 

   □ 動物実験委員会は置かれているが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 動物実験委員会は置かれていない。 

２）自己点検の対象とした資料 

①長崎国際大学 動物実験に関する規程 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 

 特記事項なし。 

４）改善の方針、達成予定時期 

特記事項なし。 

 

３．動物実験の実施体制 

（動物実験計画書の立案、審査、承認、結果報告の実施体制が定められているか？） 

１）評価結果 

   ■ 基本指針に適合し、動物実験の実施体制が定められている。 

   □ 動物実験の実施体制が定められているが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 動物実験の実施体制が定められていない。 

２）自己点検の対象とした資料 

①長崎国際大学 動物実験に関する規程 

②長崎国際大学 動物実験施設並びに実験動物使用実績 第６号 平成２６年度 
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③長崎国際大学薬学部研究等倫理委員会規程、 

④長崎国際大学組み換え DNA 実験安全委員会規定  

⑤平成２６年度 動物実験計画承認申請書 

⑥平成２６年度 動物実験従事者登録申請書 

⑦平成２６年度 動物実験計画変更承認申請書 

⑧平成２６年度 動物実験計画結果報告書 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 

 特記事項なし 

４）改善の方針、達成予定時期 

 特記事項なし 

 

４．安全管理に注意を要する動物実験の実施体制 

（遺伝子組換え動物実験、感染動物実験等の実施体制が定められているか？） 

１）評価結果 

■ 基本指針に適合し、安全管理に注意を要する動物実験の実施体制が定められている。 

□ 安全管理に注意を要する動物実験の実施体制が定められているが、一部に改善すべき点がある。

□ 安全管理に注意を要する動物実験の実施体制が定められていない。 

□ 該当する動物実験は、行われていない。 

２）自己点検の対象とした資料 

①長崎国際大学 動物実験に関する規程 

②長崎国際大学 動物実験施設並びに実験動物使用実績 第６号 平成２６年度 

③長崎国際大学薬学部研究等倫理委員会規程、 

④長崎国際大学組み換え DNA 実験安全委員会規定  

⑤長崎国際大学薬学部病原微生物等を使用する実験指針 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 

特記事項なし 

４）改善の方針、達成予定時期 

 特記事項なし 

 

５．実験動物の飼養保管の体制 

 （機関内における実験動物の飼養保管施設が把握され、各施設に実験動物管理者が置かれてい

るか？） 

１）評価結果 

   ■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正な飼養保管の体制である。 

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 多くの改善すべき問題がある。 
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２）自己点検の対象とした資料 

①長崎国際大学 動物実験に関する規程 

②長崎国際大学 動物実験施設並びに実験動物使用実績 第６号 平成２６年度 

③長崎国際大学薬学部研究等倫理委員会規程、 

④長崎国際大学組み換え DNA 実験安全委員会規定  

⑤平成２６年度 動物実験計画承認申請書 

⑥平成２６年度 動物実験従事者登録申請書 

⑦平成２６年度 動物実験計画変更承認申請書 

⑧平成２６年度 動物実験計画結果報告書 

⑨平成２６年度 ＳＰＦ入室者名簿 

⑩平成２６年度 動物ケージ作成数記録簿 

⑪平成２６年度 使用動物集計表 

⑫平成２６年度 マウス、ラット感染症検査成績（平成 26 年 6 月、9 月、12 月 平成 27 年 2 月） 

⑬平成２６年度 教育訓練実施状況、慰霊祭実施状況 

⑭平成２６年度 保守点検実施状況及び記録（平成 26 年 5 月、8 月、12 月 平成 27 年 2 月） 

⑮動物施設使用マニュアル  

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 

 特記事項なし 

４）改善の方針、達成予定時期 

 特記事項なし 

 

６．その他（動物実験の実施体制において、特記すべき取り組み及びその点検・評価結果） 

 特記事項なし 

 

 

Ⅱ．実施状況 

 

１．動物実験委員会 

 （動物実験委員会は、機関内規程に定めた機能を果たしているか？） 

１）評価結果 

   ■ 基本指針に適合し、適正に機能している。 

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 多くの改善すべき問題がある。 

２）自己点検の対象とした資料 

①長崎国際大学 動物実験に関する規程 

②平成２６年度 動物実験委員会 議事録 

③長崎国際大学 動物実験施設並びに実験動物使用実績 第６号 平成２６年度 



  

- 72 - 
 

④長崎国際大学薬学部研究等倫理委員会規程、 

⑤平成２６年度 長崎国際大学薬学部研究等倫理委員会 議事録 

⑥平成２６年度 動物実験計画承認申請書 

⑦平成２６年度 動物実験従事者登録申請書 

⑧平成２６年度 動物実験計画変更承認申請書 

⑨平成２６年度 動物実験計画結果報告書 

 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 

 長崎国際大学 動物実験に関する規程にもとづき、実験計画書を審査している。 

 動物実験を行うにあたり、手引き所として長崎国際大学 動物実験施設並びに実験動物使用実績

第６号 平成２６年度を配布し、初心者には講習会の受講を義務づけている。３R の実践を徹底し

ている。 

４）改善の方針、達成予定時期 

 特記事項なし 

 

２．動物実験の実施状況 

 （動物実験計画書の立案、審査、承認、結果報告が実施されているか？） 

１）評価結果 

   ■ 基本指針に適合し、適正に動物実験が実施されている。 

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 多くの改善すべき問題がある。 

２）自己点検の対象とした資料 

①長崎国際大学 動物実験に関する規程 

②平成２６年度 動物実験委員会 議事録 

③長崎国際大学 動物実験施設並びに実験動物使用実績 第６号 平成２６年度 

④長崎国際大学薬学部研究等倫理委員会規程、 

⑤平成２６年度 長崎国際大学薬学部研究等倫理委員会 議事録 

⑥平成２６年度 動物実験計画承認申請書 

⑦平成２６年度 動物実験従事者登録申請書 

⑧平成２６年度 動物実験計画変更承認申請書 

⑨平成２６年度 動物実験計画結果報告書 

⑩平成２６年度 ＳＰＦ入室者名簿 

⑪平成２６年度 動物ケージ作成数記録簿 

⑫平成２６年度 飼育動物集計表 

⑬平成２６年度 マウス、ラット感染症検査成績（平成 26 年 6 月、9 月、12 月 平成 27 年 2 月） 

⑭平成２６年度 教育訓練実施状況、慰霊祭実施状況 

⑮平成２６年度 保守点検実施状況及び記録（平成 26 年 5 月、8 月、12 月 平成 27 年 2 月） 
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３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 

特記事項なし 

４）改善の方針、達成予定時期 

特記事項なし 

 

３．安全管理を要する動物実験の実施状況 

（当該実験が安全に実施されているか？） 

１）評価結果 

   ■ 基本指針に適合し、当該実験が適正に実施されている。 

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 多くの改善すべき問題がある。 

   □ 該当する動物実験は、行われていない。 

２）自己点検の対象とした資料 

①平成２６年度 動物実験委員会 議事録 

②長崎国際大学 動物実験施設並びに実験動物使用実績 第６号 平成２６年度 

③平成２６年度 長崎国際大学薬学部研究等倫理委員会 議事録 

④平成２６年度 動物実験計画承認申請書 

⑤平成２６年度 動物実験従事者登録申請書 

⑥平成２６年度 動物実験計画変更承認申請書 

⑦平成２６年度 動物実験計画結果報告書 

⑧平成２６年度 ＳＰＦ入室者名簿 

⑨平成２６年度 動物ケージ作成数記録簿 

⑩平成２６年度 飼育動物集計表 

⑪平成２６年度 マウス、ラット感染症検査成績（平成 26 年 6 月、9 月、12 月 平成 27 年 2 月） 

⑫平成２６年度 教育訓練実施状況、慰霊祭実施状況 

⑬平成２６年度 保守点検実施状況及び記録（平成 26 年 5 月、8 月、12 月 平成 27 年 2 月） 

⑭動物施設使用マニュアル  

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 

特記事項なし 

４）改善の方針、達成予定時期 

特記事項なし 

 

 

 

４．実験動物の飼養保管状況 

（実験動物管理者の活動は適切か？ 飼養保管は飼養保管手順書等により適正に実施されてい

るか？） 
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１）評価結果 

   ■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。 

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 多くの改善すべき問題がある。 

２）自己点検の対象とした資料 

①平成２６年度 動物実験委員会 議事録 

②長崎国際大学 動物実験センター使用実績 第６号 平成２６年度 
「動物実験施設並びに実験動物使用実績 第６号 平成２６年度」 

③平成２６年度 長崎国際大学薬学部研究等倫理委員会 議事録 

④平成２６年度 動物実験計画承認申請書 

⑤平成２６年度 動物実験従事者登録申請書 

⑥平成２６年度 動物実験計画変更承認申請書 

⑦平成２６年度 動物実験計画結果報告書 

⑧平成２６年度 ＳＰＦ入室者名簿 

⑨平成２６年度 動物ケージ作成数記録簿 

⑩平成２６年度 飼育動物集計表 

⑪平成２６年度 マウス、ラット感染症検査成績（平成 26 年 6 月、9 月、12 月 平成 27 年 2 月） 

⑫平成２６年度 教育訓練実施状況、慰霊祭実施状況 

⑬平成２６年度 保守点検実施状況及び記録（平成 26 年 5 月、8 月、12 月 平成 27 年 2 月） 

⑭動物施設使用マニュアル  

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 

特記事項なし 

４）改善の方針、達成予定時期 

特記事項なし 

 

５．施設等の維持管理の状況 

（機関内の飼養保管施設は適正な維持管理が実施されているか？ 修理等の必要な施設や設備

に、改善計画は立てられているか?） 

１）評価結果 

   ■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に維持管理されている。 

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 多くの改善すべき問題がある。 

２）自己点検の対象とした資料 

①長崎国際大学 動物実験施設並びに実験動物使用実績 第 6 号 平成２６年度 

②平成２６年度 マウス、ラット感染症検査成績（平成 26 年 6 月、9 月、12 月 平成 27 年 2 月） 

③平成２６年度 保守点検実施状況及び記録（平成 26 年 5 月、8 月、12 月 平成 27 年 2 月） 

④平成２６年度 教育訓練実施状況、慰霊祭実施状況 
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３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 

今年度は、コンベンショナルエリアに 8 月の検査で寄生虫が観察されたが、その後の２回の検査で

は、感染症は観察されていない。コンベンショナルエリアには多くの研究者、学生の使用があるが、

使用者にさらに動物飼育に関して注意を喚起したい。 

 

４）改善の方針、達成予定時期 

平成２７年も引き続き、動物の完成をモニターし、感染事故がでてもすぐに対処したい。 

 

 

６．教育訓練の実施状況 

（実験動物管理者、動物実験実施者、飼養者等に対する教育訓練を実施しているか？） 

１）評価結果 

   ■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。 

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 多くの改善すべき問題がある。 

２）自己点検の対象とした資料 

①平成２６年度 教育訓練実施状況、慰霊祭実施状況 
平成 26 年 4 月 24 日（木）の薬学入門 特別講義 
講師 九州大学医学研究院  續 輝久 教授  
演題「実験動物の種類と取扱いについて」の講義資料 

②長崎国際大学 動物実験施設並びに実験動物使用実績 第６号 平成２６年度 
 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 

特記なし 

４）改善の方針、達成予定時期 

特記なし 

 

７．自己点検・評価、情報公開 

（基本指針への適合性に関する自己点検・評価、関連事項の情報公開を実施しているか？） 

１）評価結果 

   ■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。 

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 多くの改善すべき問題がある。 

２）自己点検の対象とした資料 

①平成２６年度 教育訓練実施状況、慰霊祭実施状況 
平成 26 年 4 月 24 日（木）の薬学入門 特別講義 
講師 九州大学医学研究院  續 輝久 教授  
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演題「実験動物の種類と取扱いについて」の講義資料 

②長崎国際大学 「動物実験施設並びに実験動物使用実績 第６号 平成２６年度 

③長崎国際大学ホームページ 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 

 特記なし 

４）改善の方針、達成予定時期 

 特記なし 

 

８．その他 

（動物実験の実施状況において、機関特有の点検・評価事項及びその結果） 

 特記なし 
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15-10)  今後の運営方針 
本施設が設置され 7 年が経過した。新しい施設ではあるが、経年とともに少しずつ機械の消耗

が観察され、本年も気温の高い時期に数回の温度異常が起り、その都度メインテナンス業者に修

復をお願いした。また、電気部品の経年劣化による電池式の動物室室内灯タイマーが故障し、新

型のタイマーに交換した。一方、製造中止した部品のうち、秋葉原の電気専門店で入手可能な部

品については施設委員がインターネットで購入し、非常時の故障に対応できる体制にした。今後

もさらに経年劣化による機器の異常に十分注意する必要がある。 
今後は、公私立動物施設協議会を通じて他の大学と協力し、情報の共有化と相互評価を進め、

安全で円滑な施設運営を実践し、学内及び地域社会へ動物実験に関連した情報発信も目指す。 
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16．施設使用マニュアル 
 
はじめに 

本学に新設された 新鋭の動物飼育舎における動物実験において国際的レベルに準じる研究成

果を上げるために動物を使用するものは以下の項目を順守すること。 

 

１．動物舎内は常に清浄を保つことを心がけること。 

２．実験開始(入荷)から実験終了(動物処理)までは各研究者/研究室単位で管理を行うこと。 

３．動物舎では以下の手順に乗っ取り、各研究者/研究室単位で動物の世話を行うこと。餌、床

じきなどの消耗品は各研究者/研究室単立で購入し、使用すること。 

４．動物舎への入室、退室は原則としてここに示すマニュアルに基づいて行うこと。 

５．洗浄室での作業は洗浄室内のマニュアルに基づいて行うこと。 

６．飼育室、廊下、洗浄室の清掃やゴミ出しには清潔維持のため積極的に協カすること。 

７．不備な点あった場合は薬学部研究等倫理委員会から警告を出すが、その場合は下された指示

に従うこと。 

８．動物舎内に何らかの異常が見られた場合は，動物実験委員会、薬学部研究等倫理委員会ある

いは薬学部薬学科薬理学教室に直ちに申し出ること。 

９．不明な点は、動物実験委員会薬学部研究等倫理委員会あるいは薬学部薬学科薬理学教室に尋

ねること。 
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 16-1）動物舎使用の流れ 

 

 

 

 

動物舎入・退室について  2)-7) 

動物舎共同消耗品・鍵の管理について   17) 
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16-2）コンベ飼育室入室手順 

１．入り口に設置されている手指消毒機（①）で手指を消毒する。 

２．スノコの手前で靴を脱ぎ（②）、脱衣室（③）へ入室する。 

３．白衣を着ている場合は白衣を脱ぐ（③）。 

４．パスルーム（④）を通りコンベ内へ入室する（注意：ドアの開閉は必ず片側ずつ行う）。 

５．⑤に設置されているコンベ廊下用スリッパを履き、再度手指消毒機で手指を消毒する。 

６．ロッカー内の動物舎専用着衣を着る（青色：男性用、白色：女性用）。 

＊専用着衣について：過度に汚れが付着した場合は隣に設置されたカゴに置く 

７．粘着シート上（⑥）でコンベ廊下用スリッパを脱ぎ、飼育室内スリッパ（⑦）に履き替え飼

育室内へ入室する。 
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16-3）コンベ飼育室退室手順 

１．飼育室内用スリッパを脱ぎ（①）、コンベ廊下用スリッパに履き替え廊下に出る（②）。 

２．③で動物舎専用着衣およびスリッパを脱ぐ（動物舎専用着衣に過度な汚れが付着した場合は

隣に設置されたカゴに出す）。 

３．パスルーム（④）を通過する（注意：ドアの開閉は必ず片側ずつ行う）。 

４．⑤で白衣を着る。 

５．⑥で靴を履き退出する。 
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16-4）SPF 室退室手順 

入室時の前に入浴を行い、その後コンベンショナル域、あるいは動物やダニが存在する藪など
での作業を行っていないこと。 
 

1. 入りロに設置されている手指洗浄機(①)で手指を消毒する。 

2. スノコの手前で靴を脱ぎ(②)、素足で入室する。 

3. 白衣を着ている場合は、白衣を脱ぎ、ロッカーに収納する。 

4. ④で SPF 入室用の手袋、無塵帽、スリッパカバーならびにマスクを装着する。 

5. エアーシヤヮ-を浴びて(⑤)、SPF 室内へ入室する。 

6. まず、手指を澗撮し、⑥に設置されている無塵衣を着用し、各部屋へ入室する。 

実験材料の出し入れはパスボックスを用い UV 照射を行うこと。 
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16-5）SPF 室退室手順 

その日に SPF へ再度入室しない場合 

1. 無塵衣等を装着した状熊で①②を通過する。 

2. SPF 着衣室用スリッパを履く。無塵衣を脱ぐ。無塵衣は使用済み Box へ入れる。 

3. 手袋、無塵帽、マスクを脱ぐ(③)。 

4. 白衣を着る(④)。 

5. 靴を履き退出する(⑤)。 

 

その日に再度 SPF 内へ入室する場合 

1. ①でスリッパカバーを捨て、無塵衣を脱ぎ、一時保管場所に置く。 

2. ②を通過する。 

手袋、無塵帽、マスク、スリッパカバーは身に付けたままにしておく。 

3.  手袋、無塵帽、マスク、スリッパカバーを脱ぎ廃棄する(③)。 

4. 白衣を着る(④)。 

5. 靴を履き退出する(⑤)。 
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16-6）SPF 動物世話手順 

 必要なケージ、水瓶は前日までに洗浄室で滅菌後、SPF 廊下に入れておく。 

1. 各研究室使用棚 (①)から必要個数のケージおよび水瓶を飼育室内 (②)へ入れる。 

2.ケージ、水の交換を行う (②)。 

3. 飼育室後方のドア (③)より汚れたケージおよび水差しを廊下へ出す。 

4. パスルーム (④)に汚れたケージおよび水差しを置き、退出 

手順に従って退出する。 

5. ⑤より入室し、ケージおよび水差しを洗浄する (⑥)。 

    洗浄機使用可 :ケージ 

    洗浄機使用不可:ケージふた、水差しおよび水差しキヤップ 

 6. 洗浄ケージ等を乾燥棚に置く。 

ネ続けて滅菌する場合 

7 ・必要個数のケージ等をオートクレーブにて滅菌する。 

8. ⑤から退出する。 

9 ・SPF 内へ入り、滅菌物を SPF 側取り出し口から取り出し、棚に置く。 
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16-7）実験室５（ウサギ等）CV 動物世話手順 

1. 入室後、設置された手指洗浄液で洗浄し、飼育室の白衣に着替え、スリッパを履く。 

2. 割り当てられた各研究室使用棚 (①)の動物は各自で餌を与える。割り当てられた動物のケー

ジ、自動給水気の口を各自で清潔に保つ（②）。 

3. 飼育室を清潔に保つため、割り当てられた日時には掃除を行う。 

4. 白衣、スリッパを脱ぎ、退出する。 
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16-8）動物搬入 

１．下図①または②より動物を実線に従い搬入する。 

２．滅菌済みのケージに動物を移す。 

３．搬入箱（エコン又はダンボール製箱）をパスルーム（③）に持って入る。 

４．パスルーム内で動物舎専用着衣を脱ぎ、壁に設置されたフックにかけ、洗浄室側ドアを開け

る。 

  ＊コンベ側のドアを締め切った後に洗浄室側ドアを開ける。 

５．洗浄室に設置されたスリッパを履き、搬入箱を洗浄室へ出す。 

＊ダンボール箱の場合は金具とダンボールに分別して洗浄室前室に置く（④）。 

＊搬入または飼育ケージ等に貼っている動物管理ラベルは、剥がしてから洗浄室へ出す。 

６．パスルームにかけた動物舎専用着衣を再度身に付け、コンベ内へ入室する。 

  ＊洗浄室側のドアを締め切った後にコンベ側のドアを開ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前
室

①

②

搬入手順

搬出手順

③

④

前
室

①

②

搬入手順

搬出手順

③

④
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16-9）床換え 

※ 必要ケージ、(水瓶)は前日までに洗浄室で滅菌後、コンベに入れておく（器具洗浄、ケージ・

水差し準備を参照）。 

１．各研究室保管棚（①）から必要個数のケージおよび水瓶を飼育室内（②）へ入れる。 

２．ケージ、水の交換を行う（②）。 

   ＊ケージ蓋ならびに水差しは、各個人の判断で取り換えてください。 

   飼育室内に設置された流しで水道水を取り、飼育用水として使用していただけます。 

３．③に設置された台車を使用し、汚れたケージおよび水差しを④のパスルーム持って入る。 

４．動物舎専用着衣を脱ぎ、壁に設置したフックにかけ、洗浄室側ドアを開ける。 

  ＊コンベ側のドアを締め切った後に洗浄室側ドアを開ける。 

５．洗浄室に設置されたスリッパを履き、洗浄室に入室し、使用済み器具を洗浄室側へ出す（⑤）。 

＊水差しは⑥に設置されたボックス（緑色）の中に入れ、ケージ蓋とケージは別で置く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

前
室

①
②

④

①

⑤

③
⑥

前
室

前
室

①
②

④

①

⑤

③
⑥
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16-10）死骸の処理 

１．点線に従い処分動物ケージをパスルームに出す。 

２．コンベ退室手順に従い退出する。 

３．洗浄室へ入室する。 

４．パスルームからケージを取り出し、洗浄室で動物を処分する。 

５．処分した動物を袋に入れ、①に設置されたフリーザー内に入れる。死骸は各研究室で分別し

て保管する（研究室名を記載した袋を用意し、その中に動物死骸を保存する）。 

 

＊ 既に死亡している動物をフリーザーに保管する場合は、動物搬入手順もしくは床換え手順に

従い、洗浄室へ入室する事が出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前
室

搬出手順

①

前
室

前
室

搬出手順

①
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16-11）ケージ・水差し準備 

①洗浄機奥の予定表に研究室名、必要器具（ケージ、ケージ蓋また   

 は水差し）および、その必要個数を記入する。 

 例）薬理：大ケ 20、小ケ 10、大水差し 3、小フタ 5 

    （大ケ：大ケージ、小ケ：小ケージ） 

 

②用意された動物飼育ケージ、ケージ蓋または水差しを滅菌する 

 （所属パネルがケージ上に設置されています）。  

 ＊滅菌操作は P2～5 オートクレーブ使用手順を参照 

 

③滅菌物をパスルームに置く。 

 

④コンベ入室手順に従いコンベへ入室する。 

 

⑤パスルームから滅菌物を取り出し、各研究室保管棚に設置する。 

 

  

 

 ＊項目①は火・金曜日午前までに行ってください。 

 ＊飼育器具数に限りがありますので３～４日間での必要個数を 

   記入するようにしてください。 

  ＊水滅菌を行う際の水の充填は各自で行ってください。 
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16-12）2F 機械室ボイラー始動手順 
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16-13）2F 機械室ボイラー停止手順 
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16-14）オートクレーブ使用手順 （一般滅菌） 

 ケージ、ケージ蓋または水差し（空）滅菌法 
所要時間約２時間 
MENU: 一般滅菌 

 
 
１．ボイラー始動手順に従いボイラーを稼動させる（２F機械室）。 

２．オートクレーブの電源を入れる。 

 ＊電源を入れてから始動可能になるまで約１５分かかります。 

３．滅菌物を用意する（ケージへのチップ入れ等）。 

 ＊滅菌中にチップが舞うため、ケージの一番上には必ず空ケージを乗せ蓋をする事。 

４．滅菌用台車にケージを乗せる。 

５．画面メニューが一般滅菌になっていることを確認する。 

６．ドアを閉めてドア閉ボタンを押す。 

７．緑の画面に始動可能と表示が出るのを確認後運転ボタンを押  

  す。 

 ＊オートクレーブの電源を入れて短時間の場合または、２F のボイラーの電源が入っていない

場合はこの時点で蒸気圧不足エラーが出て運転がストップします。上記の理由以外でストップ

した場合はメンテナンス会社に連絡をしてください。 

８．取りだし作業 

  緑の画面に滅菌完了が表示されていることを確認すし、ドア開ボタンを押す。 

９．ドアが開いた事を確認し、台車ごと滅菌物を取り出す。 

１０．緑の画面が再度待機状態に戻ったことを確認後電源を切る。 

１１．装置の扉を軽く開け、換気しておく。 

１２．ボイラー停止手順に従いボイラーの電源を切る。 
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16-15）オートクレーブ使用手順 （液体滅菌） 

水差し（水有り）滅菌法 

所要時間約２時間 

MENU: 液体滅菌 

 

 
１．ボイラー始動手順に従いボイラーを稼動させる（２F機械室）。 

２．オートクレーブの電源を入れる。 

 ＊電源を入れてから始動可能になるまで約１５分かかります。 

３．水差しを用意する（大ケージをケース代わりにするとよい）。 

 ＊通常通り水差しに水を入れ、キャップを閉める。但し、密閉した瓶を滅菌する場合はキャ

ップをゆるめておいておく。 

４．滅菌用台車に滅菌物を乗せる。 

５．画面メニューが一般滅菌になっている場合は以下の要領で液 

  体滅菌画面に変更する。 

 
 
６．ドアを閉めてドア閉ボタンを押す。 
７．後は一般滅菌７以降と同様の操作を行う。 

 
お願い：滅菌終了後の滅菌物は速やかにコンベへ運び専用棚に保管して

ください。その際には入・退室のルールに従ってコンベへ運び込むよう

にお願いします。 
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16-16）洗浄機使用手順 

 
１．ボイラー始動手順に従いボイラーを稼動させる（２F機械室）。 

２．排水弁（A,B 槽の２箇所に有り）を閉じる。 

 

 
３．A,B 水槽のバルブ（図１-A, B) を開け水を溜める。 

 （ 適水位になるまでに２０分程度要します）。 

 ＊ 適水位になると自動的に水は止まるので蛇口は閉める必要はありません。 

４．水が止まったのを確認後、蒸気バルブ (図１-C)を開ける。 

５．電源ボタン(図２－A） を押し電源を入れる。 

 ＊蒸気バルブを開け、電源を入れた時点で蒸気が洗浄機内に入り、水槽内の水温が上がり始

めます。水温は自動的に約４０℃に保たれます。  

６．運転ボタン（図２-B）を押しターンテーブルを稼動させる。 

  （ケージは裏返しで置く。） 

 ＊ターンテーブルの速さを変更したい場合は、図１D のつまみを表示に従って回してください。 

（注意：必ず運転中につまみを回すこと。故障の原因となります。） 
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洗浄機使用手順 （つづき） 

７．洗浄後のケージ等は乾燥棚に置く。 

８．全ての洗浄が終わったら停止ボタン（図２-C）を押す。 

９．電源ボタン(図２－A） を押し電源を切る。 

１０．蒸気バルブ (図１-C)を閉める。 

 

その日中に他に洗浄機を使用する予定がない場合は引き続き１１へ進む。 

１１． A,B 水槽のバルブ（図１-A, B) を閉め水を蛇口を閉める。 

１２．排水弁（A,B 槽の２箇所に有り）を開ける。 

＊注意！！ 

 蛇口を開放した状態で排水弁を開けると水位を保つために再度注水されます。 

１３．A, B 槽横にあるフィルターの扉（図３）を開け、チップ等のゴミを除去する（流し等に

持って行き洗ってください）。 

１４．ボイラー停止手順に従いボイラーの電源を切る。 

 

 

お願い：乾燥棚を使用した際は、遅くとも翌日には乾燥棚から下ろし、

積み重ねて研究室名を記載した札を置き、使用主が分かるようにしてお

いてください。 
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16-17） その他 

① 動物室共同消耗品について 
品目 設置場所 

飼育用ケージ・蓋（大・小）、水差し（大・小）、床敷き用チップ 洗浄室 

キムタオル・ハンドタオル・帽子・手袋・マスク 空調管理室 

＊上記以外の物品は、各研究室で用意をお願いします。 

 ＊保管分消耗品の欠品にお気づきの場合は、動物室管理者までご連絡をよろしくお願い致しま

す。 

 

② 鍵の管理について 
・ 警備用キー（ALSOK） ：薬学事務にお願いしてキーの追加を行ってください。（個人） 

・ 洗浄室鍵    ：空調管理室デスク引き出し（共有） 

・ 2F 機械室のドアノブ・鍵：空調管理室デスク引き出し（共有） 

・ ウサギ専用飼育室   ：空調管理室デスク引き出し（共有） 

＊ 共有の鍵について、使用後はその都度で施錠し、保管場所に返却してください。 

 

③ 注意とお願い 
＊差圧について： 

全ての飼育室は、飼育室内が陽圧となるように一定の差圧が保持されています。差圧異常の発

生を防ぐために以下の点にご注意いただきますよう、お願い致します。 

・ 飼育室のドアの開放は厳禁です。 

・ ドアノブは垂直に降ろし、締め切りを行ってください。 

＊飼育室内照明について： 

自動点灯・消灯です（ON：７時、OFF：１９時）。消灯時にも照明を付ける事はできますが、

退出時には、忘れずに消灯いただきますようよろしくお願いいたします。 

＊日常メンテナンスについて： 

動物舎動物舎の環境保持のために簡単なメンテナンスを持ち回りで行っています。動物実験を

開始される先生方へはご協力をお願いしておりますのでご協力をよろしくお願いいたします。 

＊動物管理ラベルについて： 

 各ケージに動物管理ラベルを添付いただきますようお願いいたします。 

自由形式ですが、ラベルに①管理者、②動物種、③搬入時週齢、④搬入会社をご記入ください。 
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１7  動物実験計画 申請書 等 
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動物実験計画承認申請書  
 

                                        平成   年   月   日 

長崎国際大学       

学長 殿 

動物実験責任者  

 

            薬学部研究室              

                       

                氏名                ㊞ 

  

長崎国際大学動物実験に関する規程および長崎国際大学薬学部動物実験指針に基づき、下記の 

動物実験を計画しましたので審査をお願いします。 

新規／継続 □新規              □継続 

実験名      

実験場所        実験期間 年   月   日～   年   月   日

実験内容 

 

 

 

 

 

遺伝子組換え 

生物の使用 

□有り          □無し 

有り の場合 遺伝子組換え実験の承認  □有り      □無し 

遺伝子組換え承認番号：       

実験課題名： 

その他特記事項（                         ） 

投薬薬物  

使 

用 

動 

物 

搬 入 元 □業者（    ） □譲受け（施設名：          ）

微生物学的品質 □ＳＰＦ        □その他（      ） 

モニタリング成績

表の添付 

□無し 

□有り    □後日 （事務局提出確認印：      ）

動 物 種  

系   統  

性   別  

頭   数  

終了時の処理法 
 

 

 

動物実験委員会 
委員長 

薬学部長 

施設管理者
または 

動物実験室
管理責任者

   （様式 1） 
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 氏   名 所   属 

動物実験 

従事者 

登録番号 

氏   名 所   属 

動物実験

従事者 

登録番号 

実験 

従事者 

      

      

      

      

      

 

 

 

（動物実験をより倫理的に行うためのチェックリスト） 

 

1. 代替手段（より下等な動物や培養細胞、微生物、コンピューターシュミレーションによる方

法など）を検討することが求められていますが、あなたが生きた動物を使用する理由は次の

どれに該当しますか？ 

    □代替手段がない    □代替手段では精度が不十分 

    □代替手段では経費が大きすぎる 

    □その他（                          ） 

 

2. 動物の苦痛の軽減や排除について、あなたはどのような方法をとりますか？ 

    □苦痛とは関係がない実験 

    □短時間の保定であるので特に問題はない 

    □実験の都合上長時間（２４時間以上）の保定はやむを得ない 

     （理由                              ） 

    □手術等の処置をする時に麻酔薬等（           ）を投与する  

    □著しい苦痛が生じた時には安楽死させる 

    □実験の都合上苦痛はやむを得ない 

      （理由                           ） 

    □その他（                           ） 

 

3. どのような安楽死の方法をとりますか？ 

    □麻酔薬（               ）の過剰投与 

    □頸椎脱臼 

    □後頭部殴打 

    □断首 

    □その他： 

    持込機器（                          ） 

    持込器具（                          ） 

    持込材料（                          ） 

 

4. 備 考 欄（                           ） 
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申請区分 動物実験 

実験責任者 ※ 申請日 ※平成   年   月  日

実 験 名 ※ 

                                ※ 必ず記入すること。 

 

審査記入欄 

            審査終了日  平成   年  月  日 

審査結果 □ 当該実験を承認する □ 当該実験を承認しない 

コメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究等倫理委員会委員長     氏名 

 

㊞  

  

 

 
 

 

 

 

 

本実験計画を承認する。 
 

平成   年   月   日 
 

学 長                                ㊞ 
 

 
事務記入欄 
 

承認番号： 
登録年月日：      平成     年    月

日 
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動物実験室（設置・変更）承認申請書 

 
                      

 
長崎国際大学       

学長 殿 

 平成  年  月  日 

管理責任者  

 

               薬学部研究室               

                       

                   氏名             ㊞ 

動物実験の実施に際して、下記のとおり動物実験室の（設置・変更）についての承認を申請します。 
 
記 

１ 実験室名 
 

２ 実験室の位置及び概況 
  （建物内での位置及び実験室内の設備の位置等を示す図面を別紙として添付すること。） 

 

３ 使用予定の動物等の種類 
       

        
   
４ 実験動物 逸走防止のための設備、周辺環境への悪影響防止のための措置 

設  備  名 形式・性能 備 考 
   

 

５ 動物実験室に関連した主要研究設備 

設  備  名 形式・性能    備 考 
   

 

６ 変更理由 
概  要 

 

動物実験委員会 
委員長 

薬学部長

  

（様式 2） 
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申請区分 動物実験室（設置・変更） 

管理責任者 ※ 申請日 
※ 平 成    年    月  

日 

実験室名 ※ 

※ 必ず記入すること。 

 

審査記入欄 

                  審査終了日      平成    年    

月    日 

審査結果 □ 当該施設を承認する □ 当該施設を承認しない 

コメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 薬学部研究等倫理委員会委員長   氏名 

 

                                    ㊞ 

 

 

 
 

動物実験室の（設置・変更）を承認する。 
 

 

平成   年   月   日 
 

学長                  ㊞ 
 
事務記入欄 

承認番号： 登録年月日：  平成  年  月  日 
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         動物実験従事者登録申請書 
                       

長崎国際大学 

学長 殿 

平成   年   月   日 

 

申請者  学科                  

研究室（学籍番号）              

 

         氏名              ㊞ 

 
下記のとおり実験動物を取り扱いたいので、申請します。 

 
記 

 

取扱開始時期 年       月頃を予定 

取扱動物種名 

取扱目的（研究課題名でも可） 

 
教育訓練に関する記録 

種類 実施日 確認欄 

動物実験規則第５条による教育訓練 平成  年  月  日 

実験動物学関連講義 
講義科目名（            ）

平成  年  月  日 

その他（具体的に           ） 平成  年  月  日 

※健康診断については結果を別紙にて提出すること。 

 
動物実験従事者の教育訓練を終了したことを認める。 
 
平成   年   月   日 

学長                    ○印  

事務記入欄  

動物実験委員会 
委員長 

薬学部長

  

登録番号： 登録年月日： 平成   年   月   日 

（様式 3） 
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動物実験計画変更承認申請書 
                        

長崎国際大学       

学長 殿 

 
 平成   年   月   日 

 

動物実験責任者  

             薬学部研究室                 

                       

                     氏名              ㊞ 

   
動物実験計画を下記のとおり、変更したいので承認願います。 

 
記 

承認番号 

実験課題名 
 

他学部のみ記入 

（申請の承認） 

      フリガナ 
所属長 氏名 ㊞ 

 
１．変更事項＊1 

１）動物実験実施者の変更，実験責任者の変更 
 
 
 
２）実験動物種及び使用数等の変更 
 
 
 
３）実験実施期間の変更 
 
 
 
４）その他 
 

 
２．変更等の理由 
 

 
 

*1 変更箇所について，各項目に変更内容を簡潔に記載すること。変更なしの項目には「なし」

と記入すること。また、遺伝子組換え動物の実験については別途、長崎国際大学薬学部研究等倫

理委員会の承認を得ること。 

 

（様式 4） 

動物実験委員会 
委員長 

薬学部長 

施設管理者
または 

動物実験室
管理責任者
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申請区分 動物実験（変更） 

実験責任者 ※ 申請日 ※平成   年   月   日 

実 験 名 ※ 

※ 必ず記入すること。 
 

審査記入欄 

                 審査終了日      平成    年    

月    日 

審査結果 □ 変更に問題はない □ 変更に問題がある 

コメント 

 薬学部研究等倫理委員会委員長    氏名 

 

                                    ㊞ 

 

 

 

 

 

本実験計画の変更を承認する。 

 

平成   年   月   日 
 

学長                   ㊞ 
  

 

 

事務記入欄 

承認番号： 登録年月日：平成   年  月  日 
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（様式５） 

 

動物実験（終了・中止・継続）時結果報告書 

                
長崎国際大学       

薬学部長 殿 

  平成    年    月    日 

 

動物実験責任者 

研究室※                

 

氏名             ○印  

 

下記の動物実験を（終了・中止）しましたので、結果を報告します。  

 

記 

他学部のみ記入 

（報告書提出の承認） 
所属長  氏名 ㊞ 

１．承認番号  

２．実験課題名  

３．終了・中止日 平成    年    月    日 

４．主な研究成果 

 

 

 

５．使用動物種と使用頭数 

 

６．終了・中止後の実験動物の措置 

 

７．自己点検・評価欄 

・動物実験の実施について 

□承認どおり実験計画を実施した 

□承認された計画に変更を加えて実施した（変更について承認を得ていること） 

□承認どおり実験計画を実施しなかった（中止したとき含む） 

その理由［                                 ］ 

学長 
動物実験委員

会 
委員長 

薬学部長 
施設管理者 
または 

動物実験室 
管 責 者
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（様式６） 

                         

動物搬出承認申請書                
 
長崎国際大学       

薬学部長 殿 

         平成    年    月    日 

申請者 

研究室                  

             氏  名             ○印  

 

この度、下記の通り動物の搬出を行いたいので申請します。  

記 

１．受付番号  

２．実験課題名  

３．搬出日（予定） 平成    年    月    日 

４．動物種及び系統名 

（遺伝子名など） 

 

５．性別および数  

６．状態※１  

７．拡散防止措置レベル  

８．大臣確認実験の有無  

９．搬出先 

施設名および譲受者 

 

10．搬出元飼育室  

11.その他の添付書類の添

付※２ 

 

※１  生体、凍結など 
※２ 日本：情報提供書の添付、責任者の承認書の添付、海外：輸出入届出書の添付、責任者の承認書の添付  等 

 
申請のあった動物の搬出に問題ないことを報告する。 

 
平成   年    月    日 

 
研究等倫理委員会委員長           ㊞ 

 
申請のあった動物の搬出を承認する。 

 
平成   年    月    日 
 

      学長                      ㊞ 
 
 

動物実験委員会 
委員長 

薬学部長 

施設管理者
または 

動物実験室
管理責任者
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１8  連絡先 薬学部動物室管理者役割分担 

山本経之：動物室運営総括 （薬学部動物実験施設責任者） 

田中宏光：消耗品管理、日常メンテナンス 

山口拓 ：動物室空調・機械関係メンテナンス（エラー対処、異常・変更発生時の連絡） 

 

 

１9  長崎国際大学 動物実験委員会委員 

委員長  山本経之  （薬学部 教授） 

副委員長 田中宏光  （薬学部 准教授） 

委員   野村秀一  （健康栄養学科 教授 学科長） 

熊井まどか （健康栄養学科 教授） 

柴田哲雄  （健康栄養学科 教授） 

山口拓   （薬学部 准教授） 
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20      緊急時対応マニュアル 
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21  付録 
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- 126 - 
 

 

 



  

- 127 - 
 



  

- 128 - 
 

 

 

 



  

- 129 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

長崎国際大学 
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